
告 示 (第664号－第676号)

○指定確認検査機関の業務を行う事務所の所在地の変更 (建築指導課) １

○道路の区域の変更 (道路維持課) ２

○道路の供用の開始 (道路維持課) ２

○土地区画整理事業の事業計画の変更の認可 (都市計画課) ２

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ３

○平成20年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算 (財 政 課) ３

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

(中小企業振興課) 73

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定事項の変更 (会計管理局会計課) 73

○道路の供用の開始 (道路維持課) 73

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) 73

○公共測量の終了 (県土整備総務課) 73

○公共測量の終了 (県土整備総務課) 74

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) 74

公 告

○障害者就業・生活支援センターの指定 (新雇用開発課) 74

○障害者就業・生活支援センターの指定 (新雇用開発課) 74

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (園芸振興課) 75

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (園芸振興課) 75

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (園芸振興課) 75

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (青 少 年 課) 76

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (医療指導課) 76

○意見募集の結果の公示 (住宅計画課) 76

○意見募集の結果の公示 (住宅計画課) 77

○一般競争入札の実施 (警察本部会計課) 77

教育委員会

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (教育庁総務課) 79

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 (教育庁総務課) 79

監 査 委 員

○監査結果の公表 (監査委員事務局監査第二課) 79

○監査結果の公表 (監査委員事務局総務課) 87

公安委員会

○警備業法第23条に規定する検定の実施 (警察本部生活安全総務課) 109

○警備業法の一部を改正する法律附則第５条による審査の実施

(警察本部生活安全総務課) 110

○少年指導委員の委嘱 (警察本部少年課) 112

福岡県告示第664号

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第77条の21第２項の規定に基づき､ 指定確認検

査機関から確認検査の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので､ 同条第３

項の規定により次のように公示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定確認検査機関の名称及び所在地

� 名 称 財団法人福岡県建築住宅センター

� 所在地 福岡市中央区天神１丁目１番１号

２ 業務区域

福岡県の全域

３ 確認検査の業務を行う事務所の所在地
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４ 変更年月日

平成21年５月１日

福岡県告示第665号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき､ 次のように道路の区

域を変更する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第666号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成21年４月８日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第667号

土地区画整理法 (昭和29年法律第119号) 第39条第１項の規定に基づき､ 土地区画整

理組合の事業計画の変更を認可したので､ 同条第４項の規定により次のように公告する

｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 組合の名称

新宮町沖田土地区画整理組合

２ 事業施行期間

平成18年11月24日から平成25年３月31日まで

３ 施行地区

糟屋郡新宮町大字上府字小田､ 字御供田､ 字龍王田､ 字五反田及び字三畝町の各全

部並びに字形貝､ 字牟田､ 字椎ノ木､ 字太郎丸､ 字下村､ 字小万崎､ 字長牟田､ 字柚

ノ木､ 字有道､ 字長尾､ 字大坪､ 字沖田及び字林崎の各一部並びに緑ヶ浜４丁目及び

下府２丁目の各一部

４ 事務所の所在地

糟屋郡新宮町大字下府２丁目６番１号
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変 更 前 変 更 後

ア イの区域を除く区域において業務を行
う事務所
福岡市中央区天神１丁目１番１号
イ 北九州市､ 中間市､ 直方市､ 田川市､
行橋市､ 豊前市､ 宮若市､ 遠賀郡､ 鞍手
郡､ 田川郡､ 京都郡､ 築上郡の区域にお
いて業務を行う事務所
北九州市小倉北区大手町１番１号
ウ アの区域のうち､ 福岡市を除く区域に
おいて業務を行う事務所
久留米市城南町15番地５

ア 北九州市を除く区域において業務を行う
事務所
福岡市中央区天神１丁目１番１号
イ 福岡市を除く区域において業務を行う事
務所
北九州市小倉北区大手町１番１号
ウ 福岡市及び北九州市を除く区域において
業務を行う事務所
久留米市城南町15番地５
飯塚市吉原町６番１号

土木事
務所名

道路の
種 類

路線名
変 更
前後別

区 間
幅 員
(メートル)

延 長
(メートル)

田 川 県 道
今任原

線
伊 田

前

田川郡大任町大字今任原
2392番１先から
田川郡大任町大字今任原
2396番７先まで

6.7
～
8.5

6.4

後 同上
8.1
～
8.7

6.4

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

田 川
今任原

線
伊 田

田川郡大任町大字今任原2392番１先から
田川郡大任町大字今任原2396番７先まで

�



５ 設立認可の年月日

平成18年２月14日

６ 変更認可の年月日

平成21年３月27日

福岡県告示第668号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

飯塚市柏の森607－１､ 607－３､ 607－６から607－９まで､ 607－11から607－13ま

で､ 607－17､ 607－22､ 607－25､ 607－26及び608－１

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市博多区博多駅東２丁目10番１号 第１福岡ビルＳ館４階

株式会社 コスモス薬品

代表取締役 宇野 正晃

福岡県告示第669号

平成20年度一般会計補正予算及び特別会計補正予算は､ 平成21年２月第10回福岡県議

会定例会において次のように議決されたので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第219

条第２項の規定により公表する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡
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福岡県告示第670号

大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第６条第１項の

規定による届出について､ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を､ 同条第３項の規定により次のとおり公告する｡

なお､ 当該意見は､ この公告の日から１月間､ 福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

商工事務所において縦覧に供する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

� 名 称 イオンモール筑紫野

� 所在地 福岡県筑紫野市大字立明寺434－１ 外

２ 法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

意見なし

福岡県告示第671号

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定事項を変更したので告示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第672号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平

成21年４月８日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係土木事務所において一般の縦覧に供

する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第673号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

田川郡福智町弁城1839－２､ 1839－３及び1839－10

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

田川郡福智町金田937番地２

福智町長 浦田 弘二

福岡県告示第674号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡
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売りさ
ばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名

売りさばき所 変更年月日

新

56

福岡市博多区住吉４丁目
３番２号
株式会社オリエンタルビ
ジネスサービス 福岡市西区大字111の１

福岡県立筑前高等学校内売店ほか
１箇所

平成21年４
月１日

旧

福岡市博多区住吉４丁目
３番２号
オリエンタルフーズ株式
会社

土木事
務所名

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

大牟田
勝 立

線
三 川

大牟田市神田町195番２先から
同市桜町77番先まで
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１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第675号

測量法 (昭和24年法律第188号) 第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より､ 北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので､ 同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 測量の種類

公共測量 (３級基準点測量)

２ 測量の実施地域及び終了年月日

福岡県告示第676号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成21年３月25日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

ＮＰＯ法人 ｢カンボジアと共に｣

� 代表者の氏名

木戸 誠二

� 主たる事務所の所在地

福岡県豊前市大字八屋517番地の１

� 定款に記載された目的

この法人は､ カンボジアの子どもたちが日本に留学し､ 日本の生活や文化を体験

する機会を持つことができるようにするとともに､ 日本のニートと呼ばれる子ども

たちがカンボジアの子どもたちと出会い､ 高め合う事業を行い､ 双方の子どもたち

の将来に相乗の効果が出るようにすることを目的とする｡

公告

障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第27条の規定に基づき､

次の者を同法第28条に規定する業務を行う者として指定したので､ 同法第27条第２項の

規定により公示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 名称

特定非営利活動法人大牟田市障害者協議会

障害者就業・生活支援センターほっとかん

２ 住所

大牟田市新栄町16番地11の１

３ 事務所の所在地

大牟田市新栄町16番地11の１

４ 指定年月日

平成21年４月１日

公告
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実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市小倉南区高野四丁目 平成21年２月20日

実 施 地 域 終 了 年 月 日

北九州市若松区大字修多羅 平成21年３月10日

公 告
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障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和35年法律第123号) 第27条の規定に基づき､

次の者を同法第28条に規定する業務を行う者として指定したので､ 同法第27条第２項の

規定により公示する｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 名称

社会福祉法人福岡コロニー

障害者就業・生活支援センターちどり

２ 住所

糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目11番１号

３ 事務所の所在地

古賀市久保1343番地３

４ 指定年月日

平成21年４月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第７号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施せずに､ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

(昭和25年法律第175号｡ 以下 ｢ＪＡＳ法｣ という｡ ) に基づく ｢申請に対する処分｣ に

係る審査基準及び標準処理期間 (畳表) (以下 ｢審査基準｣ という｡ ) の廃止を行った

ので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部園芸振興課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

本審査基準は､ ＪＡＳ法に基づく畳表の登録格付機関の申請に対する処分に関し必

要な事項を定めたものですが､ 同審査基準の廃止については､ 農林物資の規格化及び

品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第67号) 附則第

５条第１項に規定する登録格付機関が行う畳表の格付の経過措置期間満了に伴い当然

必要とされるものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第７号に該当するため､

同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 審査基準廃止の日

平成21年３月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律

(昭和25年法律第175号｡ 以下 ｢ＪＡＳ法｣ という｡ ) に基づく ｢不利益処分｣ に係る処

分基準 (畳表) (以下 ｢処分基準｣ という｡ ) の一部改正を行ったので､ 次のとおり公

示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部園芸振興課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

処分基準は､ ＪＡＳ法に基づく畳表の登録格付機関の処分に関し必要な事項を定め

たものですが､ 処分基準の一部改正については､ 農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律の一部を改正する法律 (平成17年法律第67号) 附則第５条第１項に

規定する登録格付機関が行う畳表の格付の経過措置期間満了に伴い当然必要とされる

規定の整理にあたり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するため､ 同条

例に定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 処分基準改正の日

平成21年３月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第７号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施せずに､ 福岡県畳表格付条例 (昭和48年福岡県条例第35号｡ 以
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下 ｢格付条例｣ という｡ ) に基づく ｢申請に対する処分｣ に係る審査基準及び標準処理

期間 (以下 ｢審査基準｣ という｡ ) の廃止を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県農林水産部園芸振興課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

審査基準は､ 格付条例に基づく格付の申請に対する処分に関し必要な事項を定めた

ものですが､ 審査基準の廃止については､ 格付条例が廃止されることに伴い当然必要

とされるものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第７号に該当するため､ 同条

例に定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 審査基準廃止の日

平成21年３月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第６号及び同条項第

８号の規定に基づき､ 意見公募手続を実施しないで福岡県青少年健全育成条例施行規則

(平成８年福岡県規則第14号) の一部改正を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県新社会推進部青少年課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見を募集しなかった理由

福岡県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例 (平成21年福岡県条例第８号

) 等及び福岡県青少年健全育成条例の一部を改正する条例 (平成21年福岡県条例第９

号) の制定に伴い､ 届出書の提出に当たって添付書類の一部が不要となる場合につい

て規定したほか､ 軽微な変更を行うものであるため､ 福岡県行政手続条例第37条第４

項第６号及び同条項第８号に該当する｡

以上の理由から､ 今改正では福岡県行政手続条例第37条第１項に定める意見公募手

続を実施しないこととした｡

２ 公布日

平成21年３月30日

公告

福岡県保健師､ 助産師､ 看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の一部改正に

ついて､ 平成21年１月29日から平成21年２月27日までの間､ ご意見を募集いたしました

｡

その結果､ 提出されたご意見はありませんでしたので､ 原案のとおり､ 平成21年４月

８日に改正しました｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

問い合わせ先

保健医療介護部医療指導課

電話：092－643－3276

メールアドレス：iryoshido＠pref.fukuoka.lg.jp

公告

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく ｢申請に対する処分｣ に係る審査基準

及び標準処理期間の一部改正案について､ 平成20年10月１日から平成20年10月30日まで

の間､ ご意見を募集しました｡

その結果､ 提出されたご意見はありませんでしたので､ 原案のとおり平成21年３月31

日に公布しました｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

問い合わせ先

建築都市部住宅計画課民間住宅係

電話：092－643－3731

メールアドレス：jukeikaku＠pref.fukuoka.lg.jp
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公告

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく ｢申請に対する処分｣ に係る審

査基準及び標準処理期間の一部改正案について､ 平成20年10月１日から平成20年10月30

日及び平成20年11月27日から平成20年12月26日までの間､ ご意見を募集しました｡

その結果､ 提出されたご意見はありませんでしたので､ 原案のとおり平成21年３月31

日に公布しました｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

問い合わせ先

建築都市部住宅計画課民間住宅係

電話：092－643－3731

メールアドレス：jukeikaku＠pref.fukuoka.lg.jp

公告

福岡県が発注する物品の調達について､ 次のとおり一般競争入札に付します｡

平成21年４月８日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 競争入札に付する事項

� 契約事項の名称

捜査支援用端末 (サイバー犯罪対策要員用) 賃貸借契約

� 契約内容及び特質等

入札説明書による｡

� 賃貸借期間

平成21年６月１日から平成24年５月31日までの間

� 納入場所

入札説明書による｡

２ 入札参加資格 (地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の５第１項の規

定に基づき定める入札参加資格をいう｡ 以下同じ｡ )

｢福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ､ 不用品の売り払いその他の契約

の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格 (平成19年３月福岡県告

示第711号) ｣ に定める資格を得ている者 (競争入札参加資格者名簿 (物品) 登載者)

３ 入札参加条件 (地方自治法施行令第167条の５の２の規定に基づき定める入札参加

資格 をいう｡ 以下同じ｡ )

平成21年４月21日現在において､ 次の条件を全て満たすこと｡

� ２の入札参加資格を有する者のうち､ 次の等級に格付されている者

� 当該物品を迅速かつ確実に納品できると認められる者

� 納入する物品又は類似する物品について､ 相当期間の実績を有すること｡

� 納入する物品に係るアフターサービスを納入先の求めに応じて速やかに提供でき

ること｡

� 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更生手続開始の申立て又は民事再

生法 (平成11年法律第225号) に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者

� 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱 (平成14年２月22日13管

達第66号総務部長依命通達) に基づく指名停止 (以下 ｢指名停止｣ という｡ ) 期間

中でない者

４ 当該調達契約に関する事務を担当する部局の名称

〒812－8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部総務部会計課

電話番号 092－641－4141 内線6675

５ 契約条項を示す場所

４の部局とする｡

６ 入札説明書の交付

� 平成21年４月８日 (水) から平成21年４月21日 (火) までの福岡県の休日を定め

る条例 (平成元年福岡県条例第23号) 第１条第１項に規定する県の休日 (以下 ｢県

の休日｣ という｡ ) を除く毎日､ 午前９時00分から午後６時00分まで
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13 08 リース・レンタル ＡＡ､ Ａ
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� 場所

４の部局とする｡

７ 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

８ 入札書の提出期限及び提出場所

� 提出期限

平成21年４月21日 (火) 午後６時00分

� 提出場所

４の部局とする｡

� 提出方法

直接 (ただし､ 県の休日には受領しない｡ ) 又は郵便 (書留郵便に限る｡ 提出期

限内必着) で行う｡

９ 開札の日時及び場所

� 日時

平成21年４月22日 (水) 午前11時00分

� 場所

〒812－8576 福岡市博多区東公園７番７号

福岡県警察本部入札室 (地下１階北側)

� その他

開札は､ 入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする｡ この場合におい

て､ 入札者又はその代理人がこれに立ち会わないときは､ 当該入札執行事務に関係

のない職員を立ち会わせてこれを行う｡

10 予定価格を下回る入札がない場合の措置

開札をした場合において予定価格を下回る入札がないときは､ 地方自治法施行令第

167条の８第３項の規定により再度の入札を行う｡ この場合において､ 再度の入札は､

入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちにその場で､ そ

れ以外の場合にあっては別に定める日時､ 場所において行う｡

11 入札保証金及び契約保証金

� 入札保証金

見積金額の100分の５以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は入札保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする入札保証保険契約 (見積金額の100分の５以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

� 契約保証金

契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す

ること｡ ただし､ 次の場合は契約保証金の納付が免除される｡

ア 県を被保険者とする履行保証保険契約 (契約金額の100分の10以上を保険金額

とするもの) を締結し､ その証書を提出する場合

イ 過去２年の間に､ 本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国 (独立行政法人

等を含む｡ ) との同種・同規模の契約を履行 (２件) したことを証明する書面を

提出する場合

12 入札の無効

次の入札は無効とする｡

なお､ 10により再度の入札を行う場合において､ 当該無効入札をした者は､ これに

加わることができない｡

� 金額の記載がない入札

� 法令又は入札に関する条件に違反している入札

� 同一入札者が二以上の入札をした場合､ 当該入札者のすべての入札

� 所定の場所及び日時に到達しない入札

� 入札者又はその代理人の記名押印がなく､ 入札者が判明できない入札

� 入札保証金が受領期限までに納付されず､ 又は11の�に規定する金額に達しない

入札

� 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により､ 必要事項を確認できない入札

� 入札参加資格のない者､ 入札参加条件を満たさない者 (開札時点において指名停

止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む｡ ) 及び虚偽の申請を行った者
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がした入札

13 落札者の決定方法

� 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する｡

� 落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは､ 直ちに当該入札者に

くじを引かせ､ 落札者を決定するものとする｡ この場合において､ 当該入札者のう

ち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは､ これに代えて当該入

札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする｡

14 その他

� 契約書の作成を要する｡

� 入札に参加する者は､ 参加に当たり知り得た個人情報､ 事業者の情報その他の県

の情報 (公知の事実を除く｡ ) を漏らしてはならない｡

� その他詳細は入札説明書による｡

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第８号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで福岡県博物館登録規則の一部改正を行ったので､ 次の

とおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県教育庁総務部総務課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県教育委員会

１ 意見を募集しなかった理由

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定により､ 博物

館法が改められたことに伴い､ 福岡県博物館登録規則に規定する様式について所要の

改正を行うものですが､ 他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整理を内容と

する規則を定めるものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第８号に該当するた

め､ 同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 規則の公布日

平成21年４月１日

公告

福岡県行政手続条例 (平成８年福岡県条例第１号) 第37条第４項第７号の規定に基づ

き､ 意見公募手続を実施しないで福岡県教育委員会の主管に属する公益法人の設立及び

監督に関する規則の廃止を行ったので､ 次のとおり公示します｡

なお､ 関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に

掲載するほか､ 福岡県教育庁総務部総務課に備え置きます｡

平成21年４月８日

福岡県教育委員会

１ 意見を募集しなかった理由

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の制定により､ 民法

第34条の規定に基づき設立された法人に関する制度が廃止されたことに伴い､ 福岡県

教育委員会の主管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止するものです

が､ 規則を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる規則の廃止を

するものであり､ 福岡県行政手続条例第37条第４項第７号に該当するため､ 同条例に

定める意見公募手続を実施しなかったものです｡

２ 規則の公布日

平成21年４月１日

監査公表第25号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第２項及び第４項の規定に基づく定期監

査を教育委員会出先機関の福岡教育事務所等137か所について実施したので､ その結果

を次のとおり公表する｡

平成21年４月８日
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福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 野 田 栄 市
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�� 第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
､
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

�
監
査
対
象
機
関
：
教
育
委
員
会
の
出
先
機
関
13
7機
関

�
監
査
対
象
期
間
：
平
成
19
年
10
月
１
日
～
平
成
20
年
９
月
30
日
､
12
か
月
間

�
監
査
実
施
期
間
：
平
成
20
年
11
月
11
日
～
平
成
21
年
１
月
30
日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

福
岡

教
育

事
務

所
平
成
20
年
12
月
２
日
～
平
成
20
年
12
月
５
日

北
九

州
教

育
事

務
所

平
成
20
年
11
月
12
日
～
平
成
20
年
11
月
14
日

北
筑

後
教

育
事

務
所

平
成
20
年
11
月
26
日
～
平
成
20
年
11
月
28
日

南
筑

後
教

育
事

務
所

平
成
20
年
11
月
18
日
～
平
成
20
年
11
月
20
日

筑
豊

教
育

事
務

所
平
成
20
年
11
月
18
日
～
平
成
20
年
11
月
20
日

京
築

教
育

事
務

所
平
成
20
年
11
月
26
日
～
平
成
20
年
11
月
28
日

教
育

セ
ン

タ
ー

平
成
20
年
12
月
12
日

体
育

研
究

所
平
成
20
年
12
月
12
日

美
術

館
平
成
20
年
11
月
11
日

図
書

館
平
成
20
年
12
月
12
日

社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

平
成
20
年
11
月
21
日

英
彦

山
青

年
の

家
平
成
20
年
11
月
21
日

少
年
自
然
の
家

｢
玄
海
の
家
｣

平
成
20
年
11
月
11
日

九
州

歴
史

資
料

館
平
成
20
年
12
月
12
日

青
豊

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
22
日

築
上

西
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
16
日

育
徳

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
17
日

苅
田

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

京
都

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

行
橋

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
23
日

門
司

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

門
司

北
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

門
司

学
園

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

門
司

大
翔

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

小
倉

南
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

小
倉

商
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
29
日

小
倉

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

小
倉

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

小
倉

西
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
９
日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

北
九

州
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
28
日

小
倉

東
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
９
日

戸
畑

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

ひ
び

き
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
９
日

戸
畑

工
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
20
日

若
松

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

若
松

商
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

八
幡

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

八
幡

中
央

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

八
幡

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

八
幡

南
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
10
日

北
筑

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
29
日

東
筑

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

折
尾

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

中
間

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

遠
賀

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
30
日

宗
像

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

光
陵

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

水
産

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
16
日

玄
界

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

新
宮

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

福
岡

魁
誠

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
17
日

須
恵

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

宇
美

商
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

香
住

丘
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
14
日

香
椎

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
15
日

香
椎

工
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
16
日

博
多

青
松

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

福
岡

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

筑
紫

丘
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
10
日

柏
陵

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

福
岡

中
央

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

城
南

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
10
日

修
猷

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
10
日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

福
岡

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

福
岡

講
倫

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
11
日

早
良

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

玄
洋

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

筑
前

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

春
日

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
18
日

太
宰

府
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
28
日

福
岡

農
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
29
日

筑
紫

中
央

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

武
蔵

台
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
11
日

筑
紫

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
30
日

糸
島

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

糸
島

農
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
20
日

小
郡

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

三
井

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

久
留

米
筑

水
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
22
日

明
善

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

久
留

米
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
11
日

三
潴

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

大
川

樟
風

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
14
日

伝
習

館
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
15
日

山
門

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

三
池

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

三
池

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

大
牟

田
北

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
16
日

あ
り
あ
け
新
世
高
等
学
校

平
成
20
年
12
月
16
日

八
女

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

八
女

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
11
日

福
島

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
20
日

八
女

農
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
28
日

黒
木

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

浮
羽

工
業

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
17
日

浮
羽

究
真

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日

朝
倉

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

朝
倉

東
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日

朝
倉

農
業

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
23
日

朝
羽

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
18
日

朝
倉

光
陽

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
16
日

田
川

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

東
鷹

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

田
川
科
学
技
術
高
等
学
校

平
成
21
年
１
月
７
日

西
田

川
高

等
学

校
平
成
21
年
１
月
９
日

稲
築

志
耕

館
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日

嘉
穂

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

嘉
穂

東
高

等
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日

嘉
穂

総
合

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
７
日

鞍
手

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

直
方

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

筑
豊

高
等

学
校

平
成
20
年
12
月
12
日

鞍
手

竜
徳

高
等

学
校

平
成
21
年
１
月
７
日

福
岡

盲
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

柳
河

盲
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

北
九

州
盲

学
校

平
成
21
年
１
月
15
日

福
岡

高
等

盲
学

校
平
成
21
年
１
月
22
日

福
岡

聾
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

久
留

米
聾

学
校

平
成
20
年
12
月
８
日

小
倉

聾
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

直
方

聾
学

校
平
成
21
年
１
月
９
日

福
岡

高
等

聾
学

校
平
成
20
年
12
月
８
日

福
岡

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

田
主

丸
養

護
学

校
平
成
20
年
12
月
９
日

直
方

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

築
城

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

川
崎

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

小
郡

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

筑
後

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

北
筑

前
養

護
学

校
平
成
20
年
12
月
９
日

嘉
穂

養
護

学
校

平
成
21
年
１
月
９
日
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２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
､
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
､
併
せ
て
経
済
性
､
効
率
性
及
び
有
効
性
に
考
慮
し
て
執
行

さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
｡

特
に
､
農
業
生
産
物
等
の
管
理
及
び
収
納
事
務
に
つ
い
て
は
､
重
点
事
項
と
し
て
調
査
を
行
っ
た
｡

３
監
査
の
範
囲

今
回
実
施
し
た
監
査
の
範
囲
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
収
入

使
用
料
､
手
数
料
､
財
産
貸
付
収
入
､
生
産
物
売
払
収
入
､
雑
入
等
の
調
定
及
び
収
入
事
務

�
支
出

賃
金
､
報
償
費
､
旅
費
､
委
託
料
､
備
品
購
入
費
､
扶
助
費
等
の
支
出
事
務

�
人
件
費

報
酬
､
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
事
務

�
契
約

長
期
継
続
契
約
の
状
況

�
公
有
財
産

土
地
､
建
物
､
工
作
物
､
樹
木
等
の
増
減
及
び
管
理
の
状
況

�
物
品

取
得
､
管
理
及
び
処
分
の
状
況

�
債
権

債
権
管
理
の
状
況

第
２
監
査
の
結
果

１
各
監
査
対
象
機
関
に
お
け
る
財
務
に
関
す
る
事
務
は
､
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
､
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
｡

な
お
､
重
点
事
項
の
調
査
の
結
果
､
一
部
の
事
務
に
お
い
て
改
善
を
要
す
る
も
の
が
あ
っ
た
｡

２
重
点
事
項
の
調
査
結
果

�
調
査
対
象
機
関

青
豊
高
等
学
校
等
15
校

�
調
査
の
内
容

農
業
生
産
物
等
の
生
産
か
ら
販
売
ま
で
の
管
理
事
務
及
び
販
売
代
金
の
収
納
事
務
の
執
行
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
､

関
係
書
類
を
も
と
に
調
査
を
行
っ
た
｡

監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

養
護
学

校
｢
福
岡
高
等
学
園
｣

平
成
21
年
１
月
23
日

養
護
学

校
｢
北
九
州
高
等
学
園
｣

平
成
21
年
１
月
14
日

古
賀

養
護

学
校

平
成
20
年
12
月
９
日

育
徳

館
中

学
校

平
成
20
年
12
月
18
日

門
司

学
園

中
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日

輝
翔

館
中

等
教

育
学

校
平
成
20
年
12
月
12
日
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調
査
の
結
果

農
業
生
産
物
等
の
生
産
及
び
販
売
に
関
す
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
､
周
知
徹
底
が
必
要
な
も
の
や
販
売
代
金
が
速
や
か
に
収
納
さ

れ
て
い
な
い
も
の
､
ま
た
､
販
売
代
金
の
振
込
口
座
の
必
要
性
に
つ
い
て
整
理
が
必
要
な
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

今
後
､
農
業
生
産
物
等
の
管
理
及
び
収
納
事
務
に
つ
い
て
､
適
正
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
｡



監査公表第26号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係

る監査及び同第５項の規定に基づく随時監査を､ 福岡県有明海海苔共販漁業協同組合連

合会等58団体及び青少年課等５課について実施したので､ その結果を次のとおり公表す

る｡

平成21年４月８日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 野 田 栄 市
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第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
団
体
､
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

�
監
査
対
象
団
体

福
岡
県
有
明
海
海
苔
共
販
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
等
58
団
体

�
監
査
対
象
期
間

平
成
19
年
度

�
監
査
実
施
期
間

平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
平
成
21
年
２
月
19
日
ま
で
実
日
数
59
日
間
､
延
日
数
10
2日
間

監
査
対
象
団
体

監
査
実
施
期
間

福
岡
県
有
明
海
海
苔
共
販
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
２
日
ま
で

福
岡

県
土

地
開

発
公

社
平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
２
日
ま
で

福
岡

県
障

害
者

ス
ポ

ー
ツ

協
会

平
成
20
年
10
月
３
日

福
岡
県
農
地
・
水
・
環
境
保
全
協
議
会

平
成
20
年
10
月
８
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
９
日
ま
で

福
岡

県
漁

業
信

用
基

金
協

会
平
成
20
年
10
月
８
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
９
日
ま
で

学
校
法
人
不
知
火
学
園

誠
修

高
等

学
校

平
成
20
年
10
月
10
日

学
校
法
人
福
岡
文
化
学
園

博
多

女
子

高
等

学
校

平
成
20
年
10
月
10
日

福
岡

県
道

路
公

社
平
成
20
年
10
月
15
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
17
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
女

性
財

団
平
成
20
年
10
月
21
日

株
式
会
社

イ
ズ

ミ
テ

ク
ノ

平
成
20
年
10
月
22
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
23
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
水

源
の

森
基

金

平
成
20
年
10
月
22
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
23
日
ま
で

学
校
法
人
飯
塚
学
園

小
倉

日
新

館
中

学
校

平
成
20
年
10
月
24
日

学
校
法
人
常
磐
学
園

常
磐

高
等

学
校

平
成
20
年
10
月
24
日

社
団
法
人

福
岡

県
青

少
年

育
成

県
民

会
議

平
成
20
年
10
月
24
日

福
岡

北
九

州
高

速
道

路
公

社
平
成
20
年
10
月
29
日
か
ら

平
成
20
年
10
月
31
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
人

権
啓

発
情

報
セ

ン
タ

ー
平
成
20
年
11
月
５
日
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監
査
対
象
団
体

監
査
実
施
期
間

財
団
法
人

福
岡

県
豊

前
海

漁
業

振
興

基
金

平
成
20
年
11
月
５
日

福
岡
県
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

平
成
20
年
11
月
６
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
７
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
建

設
技

術
情

報
セ

ン
タ

ー

平
成
20
年
11
月
６
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
７
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
国

際
交

流
セ

ン
タ

ー

平
成
20
年
11
月
12
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
14
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
農

業
振

興
推

進
機

構

平
成
20
年
11
月
12
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
14
日
ま
で

学
校
法
人
岡
垣
第
一
幼
稚
学
園

岡
垣

第
一

幼
稚

園
平
成
20
年
11
月
19
日

福
岡

県
私

学
協

会
平
成
20
年
11
月
19
日

社
団
法
人

福
岡

県
私

学
教

育
振

興
会

平
成
20
年
11
月
20
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
21
日
ま
で

社
団
法
人

福
岡
県
私
立
幼
稚
園
退
職
金
基
金
社
団

平
成
20
年
11
月
20
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
21
日
ま
で

財
団
法
人

ア
ク

ロ
ス

福
岡

平
成
20
年
11
月
26
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
28
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
地

域
福

祉
財

団

平
成
20
年
11
月
26
日
か
ら

平
成
20
年
11
月
28
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
産

炭
地

域
振

興
セ

ン
タ

ー
平
成
20
年
12
月
２
日
ま
で

福
岡

県
住

宅
供

給
公

社
平
成
20
年
12
月
３
日
か
ら

平
成
20
年
12
月
５
日
ま
で

財
団
法
人

医
療

・
介

護
・

教
育

研
究

財
団

平
成
20
年
12
月
10
日
か
ら

平
成
20
年
12
月
12
日
ま
で

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

平
成
20
年
12
月
17
日
か
ら

平
成
20
年
12
月
18
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
教

育
文

化
奨

学
財

団

平
成
20
年
12
月
17
日
か
ら

平
成
20
年
12
月
19
日
ま
で

学
校
法
人

福
岡

大
学

平
成
20
年
12
月
19
日

福
岡

水
素

エ
ネ

ル
ギ

ー
戦

略
会

議
平
成
21
年
１
月
６
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
７
日
ま
で

岡
�

建
工

株
式

会
社

平
成
21
年
１
月
８
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
９
日
ま
で

管
理
セ
ン
タ
ー
・
カ
ホ
ス
イ
ミ
ン
グ

(
代
表
団
体

財
団
法
人
福
岡
県
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー
)

平
成
21
年
１
月
８
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
９
日
ま
で



�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
	



�
�

�
�

��

監
査
対
象
団
体

監
査
実
施
期
間

筑
後

広
域

公
園

振
興

事
業

団

(
代
表
団
体

株
式
会
社
Ａ
Ｊ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
)

平
成
21
年
１
月
８
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
９
日
ま
で

医
療
法
人

共
愛

会
平
成
21
年
１
月
14
日

財
団
法
人

福
岡

県
ス

ポ
ー

ツ
振

興
公

社

平
成
21
年
１
月
14
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
16
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

平
成
21
年
１
月
16
日

社
団
法
人

北
九

州
市

小
倉

医
師

会
平
成
21
年
１
月
21
日

財
団
法
人

福
岡

県
メ

デ
ィ

カ
ル

セ
ン

タ
ー

平
成
21
年
１
月
21
日

福
岡

県
高

等
学

校
体

育
連

盟
平
成
21
年
１
月
21
日

社
団
法
人

朝
倉

医
師

会

平
成
21
年
１
月
22
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
23
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡

県
環

境
保

全
公

社

平
成
21
年
１
月
22
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
23
日
ま
で

福
岡

空
港

整
備

促
進

協
議

会
平
成
21
年
１
月
28
日

財
団
法
人

福
岡

県
中

小
企

業
振

興
セ

ン
タ

ー

平
成
21
年
１
月
28
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
30
日
ま
で

北
九
州
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社

平
成
21
年
１
月
29
日
か
ら

平
成
21
年
１
月
30
日
ま
で

福
岡

県
商

工
会

連
合

会
平
成
21
年
２
月
４
日
か
ら

平
成
21
年
２
月
５
日
ま
で

財
団
法
人

福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団

平
成
21
年
２
月
４
日
か
ら

平
成
21
年
２
月
６
日
ま
で

宗
像

市
商

工
会

平
成
21
年
２
月
６
日

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
九
州
バ
ス
株
式
会
社

平
成
21
年
２
月
12
日

福
津

市
商

工
会

平
成
21
年
２
月
12
日

大
野

城
市

商
工

会
平
成
21
年
２
月
13
日

筑
前

町
商

工
会

平
成
21
年
２
月
13
日

前
原

市
商

工
会

平
成
21
年
２
月
13
日
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２
監
査
の
範
囲

今
回
の
監
査
は
､
県
が
資
本
金
､
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
４
分
の
１
以
上
を
出
資
し
て
い
る
団
体
､
県
が
平
成
19

年
度
に
お
い
て
財
政
的
援
助
を
行
っ
た
団
体
及
び
地
方
自
治
法
第
24
4条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
て

い
る
団
体
等
58
団
体
に
つ
い
て
､
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
が
､
援
助
等
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
か
つ
効
率
的
に
執

行
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
実
施
し
た
｡

ま
た
､
当
該
団
体
に
対
す
る
財
政
的
援
助
等
の
事
務
の
執
行
状
況
を
調
査
す
る
た
め
､
地
方
自
治
法
第
19
9条
第
５
項
の
規
定
に
基
づ

く
所
管
課
の
監
査
を
次
の
と
お
り
実
施
し
た
｡

平
成
20
年
12
月
２
日
…
社
団
法
人
福
岡
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
の
所
管
課
で
あ
る
青
少
年
課

平
成
20
年
12
月
15
日
…
福
岡
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
所
管
課
で
あ
る
障
害
者
福
祉
課

平
成
21
年
１
月
27
日
…
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
の
所
管
課
で
あ
る
県
営
住
宅
課

平
成
21
年
２
月
３
日
…
財
団
法
人
福
岡
県
地
域
福
祉
財
団
の
所
管
課
で
あ
る
福
祉
総
務
課

平
成
21
年
２
月
16
日
…
財
団
法
人
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
の
所
管
課
で
あ
る
園
芸
振
興
課

３
監
査
対
象
団
体
の
概
要
及
び
財
政
的
援
助
等
の
内
容

監
査
対
象
団
体
ご
と
の
事
業
の
概
要
及
び
こ
れ
ら
の
事
業
を
助
成
す
る
た
め
県
が
行
っ
た
財
政
的
援
助
等
の
内
容
は
次
表
の
と
お
り

で
あ
る
｡

監
査
対
象
団
体

監
査
実
施
期
間

財
団
法
人

直
鞍

情
報

・
産

業
振

興
協

会
平
成
21
年
２
月
17
日

社
団
法
人

福
岡

県
ト

ラ
ッ

ク
協

会

平
成
21
年
２
月
18
日
か
ら

平
成
21
年
２
月
19
日
ま
で

団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

福
岡
県
有
明
海
海
苔
共
販

漁
業
協
同
組
合
連
合
会

会
員
が
共
同
し
て
経
済
活
動
を
行
い
､
会
員

の
組
合
員
(以
下
｢所
属
員
｣
と
い
う
｡
)
の

漁
業
の
生
産
能
率
を
上
げ
､
も
っ
て
所
属
員
の

経
済
的
､
社
会
的
地
位
を
高
め
る
た
め
､
次
の

事
業
を
行
う
｡

１
所
属
員
の
事
業
に
必
要
な
物
資
の
供
給

２
所
属
員
の
事
業
に
必
要
な
共
同
利
用
施
設

の
設
置

３
所
属
員
の
生
産
す
る
海
苔
の
販
売
､
加
工

､
保
管
又
は
運
搬

４
海
苔
の
繁
殖
保
護
､
水
産
資
源
の
管
理
､

そ
の
他
漁
場
の
利
用
に
関
す
る
事
業

５
水
産
に
関
す
る
経
営
及
び
技
術
の
向
上
並

び
に
こ
の
連
合
会
の
事
業
に
関
す
る
所
属
員

の
知
識
の
向
上
を
図
る
た
め
の
教
育
及
び
所

属
員
に
対
す
る
一
般
的
情
報
の
提
供

６
所
属
員
の
経
済
的
地
位
の
改
善
の
た
め
に

す
る
団
体
協
約
の
締
結

７
全
各
号
の
事
業
に
附
帯
す
る
事
業

県
は
､
当
連
合
会
の
経
営
基
盤
強
化
を
図
る
た

め
の
資
金
の
貸
付
を
行
う
ほ
か
､
当
連
合
会
の
事

業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
､
補
助
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
漁
業
協
同
組
合
等
組
織
整
備
資
金
貸
付
金

30
0,
00
0,
00
0円

○
福
岡
の
り
販
売
戦
略
強
化
事
業
費
補
助
金

3,
50
0,
00
0円

○
福
岡
県
水
産
業
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金

5,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
漁
民
の
森
づ
く
り
活
動
事
業
費
補
助
金

33
0,
00
0円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

福
岡
県
土
地
開
発
公
社

地
域
の
秩
序
あ
る
整
備
を
図
る
た
め
､
公
有

地
の
拡
大
の
整
備
に
関
す
る
法
律
(昭
和
47
年

法
律
第
66
号
)
に
基
づ
き
､
公
共
用
地
､公
用

地
等
の
取
得
､
造
成
そ
の
他
の
管
理
及
び
処
分

等
を
行
う
ほ
か
､
国
､
地
方
公
共
団
体
､
そ
の

他
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
､
土
地
の
取
得

の
斡
旋
､
調
査
､
測
量
等
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

公
共
用
地
先
行
取
得
資
金
等
を
貸
付
け
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
土
地
開
発
公
社
出
資
金 3
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
道
路
・
河
川
事
業
用
地
先
行
取
得
資
金

貸
付
金

3,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
土
地
開
発
基
金
貸
付
金
4,
73
5,
46
5,
69
8円

(う
ち
19
年
度
1,
33
1,
45
3,
00
0円
)

福
岡
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ

協
会

当
協
会
は
､
以
下
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
知
識
の
普
及

及
び
実
践
活
動
の
啓
発

２
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
調
査
研
究
及

び
広
報
活
動

３
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
の
養
成

４
地
域
に
お
け
る
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者

研
修
の
実
施

５
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
育
成
及
び
助

成
６
各
種
大
会
へ
の
派
遣
助
成

７
県
か
ら
の
委
託
事
業
の
実
施

８
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

事
業

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
全
国
大
会
選
手
団
派

遣
費
補
助
金

20
,0
95
,0
00
円

○
福
岡
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
運
営
費
補
助
金

19
,3
87
,0
00
円

福
岡
県
農
地
・
水
・
環
境

保
全
協
議
会

農
地
・
水
・
環
境
の
良
好
な
保
全
と
質
的
向

上
を
図
る
た
め
､
地
域
ぐ
る
み
で
効
果
の
高
い

共
同
活
動
の
推
進
､
農
業
者
ぐ
る
み
で
の
先
進

的
な
営
農
活
動
の
推
進
等
に
資
す
る
事
業
を
実

施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
協
議
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
交
付
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
事
業
交
付

金
29
6,
35
5,
40
4円

福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協

会
会
員
で
あ
る
中
小
漁
業
者
､
水
産
加
工
業
者

等
が
必
要
と
す
る
資
金
の
融
通
の
円
滑
化
を
図

る
た
め
､
中
小
漁
業
者
等
が
金
融
機
関
か
ら
融

資
を
受
け
る
場
合
､
そ
の
金
融
機
関
に
対
す
る

債
務
の
保
証
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
43
.4
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
補
助
金

の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会
出
資
金

44
4,
45
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会
指
導
事
業
強
化
費

補
助
金

6,
40
0,
00
0円

○
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会
運
営
資
金
貸
付
金

57
6,
00
0,
00
0円

学
校
法
人
不
知
火
学
園

誠
修
高
等
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
特
色
あ
る
後
期
中
等
教
育
を
行
っ

て
い
る
｡

県
は
､
当
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､

保
護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の

維
持
向
上
等
を
図
る
た
め
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡ 援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
23
4,
26
8,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
補
助
金

10
,6
77
,6
00
円

○
福
岡
県
結
核
予
防
補
助
金

58
,5
00
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

学
校
法
人
福
岡
文
化
学

園
博
多
女
子
高
等
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
特
色
あ
る
後
期
中
等
教
育
を
行
っ

て
い
る
｡

県
は
､
当
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､

保
護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の

維
持
向
上
等
を
図
る
た
め
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡ 援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
30
6,
81
1,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
補
助
金

10
,8
67
,2
00
円

福
岡
県
道
路
公
社

福
岡
県
の
区
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お

い
て
､
そ
の
通
行
又
は
利
用
に
つ
い
て
､
料
金

を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
新
設
､
改

築
､
維
持
､
修
繕
等
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に

行
う
こ
と
等
に
よ
り
､
こ
の
地
域
の
地
方
的
な

幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し
て
交
通
の
円
滑
化

を
図
り
､
も
っ
て
住
民
の
福
祉
の
増
進
と
産
業

経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
鳥
栖
筑
紫
野
道
路
､
冷
水
道
路
､
二
丈
浜

玉
道
路
及
び
福
岡
前
原
道
路
の
維
持
管
理

２
天
神
中
央
公
園
駐
車
場
の
維
持
管
理

県
は
､
基
本
金
の
75
.2
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
を
行
う
と
と
も
に
､
当
公
社
の
債
務
に

つ
い
て
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
道
路
公
社
出
資
金
22
,3
56
,9
00
,0
00
円

(1
9年
度
県
へ
の
返
還
額
58
0,
00
0,
00
0円
)

○
冷
水
有
料
道
路
事
業
負
担
金
86
7,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
道
路
公
社
有
料
道
路
管
理
運
営
資
金
貸

付
金

98
3,
40
0,
00
0円

○
保
証
債
務
残
高
(平
成
19
年
度
末
)

47
,1
09
,5
40
,2
39
円

財
団
法
人
福
岡
県
女
性

財
団

女
性
問
題
に
関
す
る
県
民
の
自
主
的
で
創
造

的
な
活
動
を
支
援
し
､
相
互
の
連
携
を
図
る
こ

と
に
よ
り
､
男
女
の
自
立
と
対
等
な
社
会
参
画

の
推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
女

性
問
題
に
関
す
る
情
報
の
収
集
・
提
供
､
相
談

及
び
支
援
､
参
加
交
流
・
調
査
研
究
・
研
修
養

成
事
業
等
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
女
性
財
団
出
資
金
20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

33
,7
53
,8
91
円

株
式
会
社
イ
ズ
ミ
テ
ク

ノ
福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運

営
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

○
福
岡
県
立
も
も
ち
文
化
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
料

90
,8
44
,0
00
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
72
,2
83
,7
72
円
)
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
水
源

の
森
基
金

森
林
の
造
成
及
び
内
容
の
充
実
等
を
図
る
こ

と
に
よ
り
､
森
林
の
持
つ
水
源
か
ん
養
及
び
県

土
保
全
等
の
公
益
的
機
能
を
高
め
る
と
と
も
に
､

県
民
に
よ
る
健
全
な
森
林
づ
く
り
､
緑
豊
か
な

環
境
づ
く
り
及
び
県
民
の
緑
化
意
識
の
高
揚
を

図
り
､
併
せ
て
森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
を
進

め
､
も
っ
て
水
資
源
の
開
発
と
確
保
及
び
林
業

の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
､
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
森
林
の
造
成
整
備
に
関
す
る
事
業

２
森
林
の
確
保
に
関
す
る
事
業

３
森
林
の
機
能
の
充
実
に
係
る
調
査
研
究
に

関
す
る
事
業

４
緑
化
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
業

５
森
林
整
備
の
担
い
手
対
策
に
関
す
る
事
業

６
緑
の
募
金
(緑
の
募
金
に
よ
る
森
林
整
備

等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
(平
成
７
年
法
律

第
88
号
｡
以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
２
条

第
２
項
に
規
定
す
る
緑
の
募
金
を
い
う
｡
以

下
同
じ
｡
)
の
募
金
運
動
の
実
施
及
び
寄
付

金
の
管
理
に
関
す
る
事
業

７
森
林
整
備
等
(法
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡)
を
行
う

者
又
は
森
林
整
備
等
を
行
う
者
に
対
し
て
助

成
す
る
者
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
事
業

８
森
林
整
備
等
の
実
施
に
関
す
る
事
業

９
上
流
地
域
と
下
流
地
域
と
の
相
互
理
解
を

促
進
す
る
た
め
の
普
及
啓
発
及
び
交
流
に
関

す
る
事
業

10
ダ
ム
建
設
等
の
諸
施
策
に
伴
い
必
要
と
な

る
水
源
地
域
に
お
け
る
諸
環
境
及
び
諸
機
能

の
保
全
及
び
増
進
に
関
す
る
調
査
研
究
に
関

す
る
事
業

11
ダ
ム
建
設
等
の
諸
施
策
に
伴
い
必
要
と
な

る
情
報
交
換
及
び
連
絡
に
関
す
る
事
業

12
そ
の
他
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
99
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
水
源
の
森
基
金
出
資
金
1,
38
1,
97
6,
39
3円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
水
源
の
森
基
金
事
業
費
補
助
金

6,
70
0,
00
0円

○
福
岡
県
林
業
担
い
手
育
成
強
化
対
策
事
業
費
補

助
金

4,
23
2,
00
0円

学
校
法
人
飯
塚
学
園

小
倉
日
新
館
中
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
中
等
普
通
教
育
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
中
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､
保

護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の
維

持
向
上
等
を
図
る
た
め
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交

付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金 82
,1
98
,0
00
円

学
校
法
人
常
磐
学
園

常
磐
高
等
学
校

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
基
づ
き
､

独
自
の
建
学
精
神
に
よ
り
地
域
の
教
育
振
興
に

寄
与
す
べ
く
特
色
あ
る
後
期
中
等
教
育
を
行
っ

て
い
る
｡

県
は
､
当
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､

保
護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の

維
持
向
上
等
を
図
る
た
め
補
助
金
を
交
付
し
て
い

る
｡ 援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
22
0,
05
2,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
授
業
料
軽
減
補
助
金

10
,8
48
,0
00
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

社
団
法
人
福
岡
県
青
少

年
育
成
県
民
会
議

広
く
県
民
の
総
意
を
結
集
し
､
国
や
県
の
施

策
に
呼
応
し
て
､
総
合
的
な
運
動
を
展
開
し
､

将
来
を
担
う
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
次
の
事
業
を
行
う
｡

１
青
少
年
の
自
立
と
社
会
参
加
活
動
の
促
進

並
び
に
組
織
の
充
実
強
化

２
青
少
年
健
全
育
成
活
動
の
推
進

３
明
る
い
家
庭
づ
く
り
と
心
豊
か
な
子
育
て

運
動
の
推
進

４
広
報
啓
発
活
動

５
青
少
年
育
成
指
導
者
､
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

登
録
及
び
研
修

県
は
､
当
県
民
会
議
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
青
少
年
育
成
県
民
運
動
推
進
事
業
費
補

助
金

31
,4
17
,2
69
円

○
福
岡
県
青
少
年
囲
碁
交
流
事
業
補
助
金

1,
00
0,
00
0円

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公

社
福
岡
市
及
び
北
九
州
市
の
区
域
並
び
に
そ
の

周
辺
の
地
域
に
お
い
て
､
そ
の
通
行
又
は
利
用

に
つ
い
て
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
指

定
都
市
高
速
道
路
の
新
設
､
改
築
､
維
持
､
修

繕
等
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
行
う
こ
と
等
に

よ
り
､
地
方
的
な
幹
線
道
路
の
整
備
を
促
進
し

て
交
通
の
円
滑
化
を
図
り
､
も
っ
て
住
民
の
福

祉
の
増
進
と
産
業
経
済
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
福
岡
高
速
道
路
の
建
設
事
業
及
び
維
持
管

理
２
北
九
州
高
速
道
路
の
建
設
事
業
及
び
維
持

管
理

県
は
､
基
本
金
の
50
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
特
別
転
貸
債
貸
付
金
等
の
貸
付
け
及
び
当
公

社
の
債
務
に
つ
い
て
債
務
保
証
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社
出
資
金

10
4,
80
7,
80
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
2,
65
5,
00
0,
00
0円
)

○
特
別
転
貸
債
貸
付
金

95
,6
01
,2
26
,3
28
円

(う
ち
19
年
度
2,
75
8,
00
0,
00
0円
)

○
都
市
高
速
道
路
経
営
改
善
資
金
貸
付
金

15
,0
00
,0
00
,0
00
円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
保
証
債
務
残
高
(平
成
19
年
度
末
)

31
1,
58
8,
54
6,
49
0円

財
団
法
人
福
岡
県
人
権

啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー

同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問
題
に
関

す
る
資
料
､
情
報
の
収
集
及
び
提
供
を
行
い
､

並
び
に
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
､

県
民
の
人
権
意
識
を
高
め
､
差
別
の
な
い
社
会

の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次

の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
人
権
啓
発
に
関
す
る
啓
発
・
情
報
提
供

２
人
権
啓
発
に
関
す
る
指
導
・
研
修

３
人
権
啓
発
に
関
す
る
調
査
研
究

４
施
設
の
管
理
及
び
運
営
の
受
託

５
法
人
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

事
業

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付

し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
出
資
金

20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

31
,7
52
,5
35
円

財
団
法
人
福
岡
県
豊
前

海
漁
業
振
興
基
金

豊
前
海
の
漁
業
の
振
興
と
発
展
を
図
る
こ
と

に
よ
り
､
豊
前
海
漁
業
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

１
栽
培
漁
業
の
推
進
に
関
す
る
事
業

２
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進
に
関
す
る
事
業

３
漁
業
者
の
育
成
に
関
す
る
事
業

４
海
洋
環
境
の
保
全
に
関
す
る
事
業

５
漁
業
に
関
す
る
広
報
事
業

６
そ
の
他
基
金
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

必
要
な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
60
.8
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
出
資
金

1,
23
5,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
豊
前
海
漁
業
振
興
基
金
強
化
育
成
費
補

助
金

6,
70
0,
00
0円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

福
岡
県
土
地
改
良
事
業
団

体
連
合
会

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
協
同
組
織
に
よ

り
､
土
地
改
良
事
業
の
適
切
か
つ
効
率
的
な
運

営
を
確
保
し
､
及
び
そ
の
協
同
の
利
益
を
増
進

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

１
会
員
の
行
う
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
技

術
的
な
指
導
そ
の
他
の
援
助

２
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
教
育
及
び
情
報

の
提
供

３
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究

４
国
又
は
都
道
府
県
の
行
う
土
地
改
良
事
業

に
対
す
る
協
力

５
農
地
の
集
団
化
の
指
導
奨
励

６
前
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
､
土
地
改

良
法
第
11
1条
の
２
の
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
必
要
な
事
業

県
は
､
当
連
合
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
調
査
設
計
事
業
補
助
金

72
,4
35
,0
00
円

○
換
地
事
務
推
進
対
策
費
補
助
金
4,
70
0,
00
0円

○
水
土
保
全
強
化
対
策
事
業
費
補
助
金

18
,1
00
,0
00
円

○
土
地
改
良
施
設
維
持
管
理
適
正
化
事
業
補
助
金

64
,6
80
,0
00
円

○
基
幹
水
利
施
設
技
術
管
理
強
化
特
別
指
導
事
業

補
助
金

13
,2
14
,0
00
円

○
担
い
手
育
成
支
援
事
業
費
補
助
金 12
,3
58
,0
00
円

○
土
地
改
良
負
担
金
償
還
平
準
化
事
業
費
利
子
補

給
補
助
金

74
3,
78
1円

○
農
業
用
水
水
源
地
域
保
全
対
策
事
業
補
助
金

9,
00
0,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
建
設

技
術
情
報
セ
ン
タ
ー

建
設
技
術
に
関
す
る
調
査
､
研
究
､
建
設
技

術
水
準
の
向
上
､
建
設
資
材
の
品
質
の
向
上
に

関
す
る
事
業
を
行
う
と
と
も
に
､
セ
ン
タ
ー
の

特
性
と
機
能
を
生
か
し
た
事
業
を
行
い
､
後
世

に
誇
り
う
る
質
の
高
い
社
会
資
本
の
整
備
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実

施
し
て
い
る
｡

１
福
岡
県
か
ら
指
定
を
受
け
た
指
定
管
理
者

と
し
て
の
施
設
管
理
運
営
事
業

２
建
設
材
料
試
験
事
業

３
研
修
事
業

４
調
査
研
究
事
業

５
情
報
事
業

６
土
木
技
術
支
援
事
業

７
建
築
技
術
支
援
事
業

８
建
築
技
術
調
査
研
究
研
修
事
業

９
施
設
提
供
事
業

県
は
､
基
本
金
の
80
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
負
担
金
を
交
付
す
る
と

と
も
に
､
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
の
指

定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
出
資
金

16
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
建
設
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
料

14
9,
32
1,
00
0円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

24
,8
79
,0
74
円

財
団
法
人
福
岡
県
国
際

交
流
セ
ン
タ
ー

福
岡
県
の
持
つ
地
理
的
､
歴
史
的
特
性
を
生

か
し
､
県
下
の
交
流
団
体
等
と
協
力
し
て
県
民

主
体
の
国
際
交
流
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
､

国
際
交
流
に
お
け
る
福
岡
県
の
拠
点
性
を
高
め

て
い
く
と
と
も
に
､
ア
ジ
ア
諸
国
を
は
じ
め
と

し
て
世
界
各
国
と
の
交
流
を
深
め
､
も
っ
て
相

互
の
繁
栄
と
世
界
の
平
和
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
国
際
交
流
に
関
す
る
情
報
・
研
究
事
業

２
国
際
交
流
に
関
す
る
広
報
・
啓
発
事
業

３
国
際
交
流
促
進
事
業

４
移
住
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
79
.1
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
出
資
金

1,
50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
補
助
金

16
5,
31
1,
79
8円

○
国
連
ハ
ビ
タ
ッ
ト
福
岡
事
務
所
運
営
支
援
費
補

助
金

60
,2
73
,6
28
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
農
業

振
興
推
進
機
構

農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
､
農
地
の
集
団
化

そ
の
他
農
地
保
有
の
合
理
化
に
よ
る
農
業
経
営

基
盤
の
強
化
等
農
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
事

業
等
の
適
切
か
つ
円
滑
な
遂
行
を
図
る
と
と
も

に
､
農
業
公
共
用
地
の
取
得
事
業
､
農
業
担
い

手
の
確
保
・
育
成
､
農
産
物
の
産
地
銘
柄
の
確

立
､
都
市
と
農
村
の
共
生
に
関
す
る
事
業
等
を

行
い
､
も
っ
て
本
県
農
業
の
健
全
な
発
展
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

１
農
地
保
有
合
理
化
に
関
す
る
事
業

２
農
業
公
共
用
地
の
取
得
､
管
理
及
び
処
分

に
関
す
る
事
業

３
農
業
担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る

事
業

４
就
農
支
援
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
事
業

５
営
農
指
導
力
向
上
等
対
策
に
関
す
る
事
業

６
農
産
物
の
ブ
ラ
ン
ド
化
推
進
に
関
す
る
事

業
７
農
産
物
の
認
証
制
度
に
関
す
る
事
業

８
都
市
と
農
村
の
交
流
に
関
す
る
事
業

９
そ
の
他
機
構
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必

要
な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
88
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
け
を
行
う
と
と
も
に
当
機
構
の
債
務
に

つ
い
て
損
失
補
償
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構
出
資
金

36
8,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
農
地
保
有
合
理
化
事
業
資
金
貸
付
金

11
4,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
就
農
支
援
資
金
貸
付
金 16
2,
59
7,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
農
地
保
有
合
理
化
促
進
対
策
費
補
助
金

27
,8
11
,7
68
円

○
福
岡
県
農
業
技
術
担
い
手
対
策
等
事
業
費
補
助

金
(青
年
農
業
者
等
育
成
確
保
推
進
事
業
)

5,
33
1,
80
7円

○
福
岡
県
農
業
技
術
担
い
手
対
策
等
事
業
費
補
助

金
(農
業
経
営
指
導
強
化
対
策
事
業
)

2,
80
0,
00
0円

○
福
岡
県
減
農
薬
・
減
化
学
肥
料
栽
培
認
証
事
業

費
補
助
金

49
7,
00
0円

○
福
岡
ブ
ラ
ン
ド
販
売
戦
略
事
業
費
補
助
金

30
,9
47
,0
00
円

○
補
償
債
務
残
高
(平
成
19
年
度
末
)

12
8,
33
7,
77
5円

学
校
法
人
岡
垣
第
一
幼

稚
学
園
岡
垣
第
一
幼
稚

園

教
育
基
本
法
及
び
学
校
教
育
法
に
従
い
､
学

校
教
育
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
幼
稚
園
に
お
け
る
教
育
の
振
興
､
保

護
者
の
教
育
費
負
担
の
軽
減
及
び
教
育
条
件
の
維

持
向
上
を
図
る
た
め
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交

付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金 65
,0
44
,0
00
円

福
岡
県
私
学
協
会

私
立
学
校
の
経
営
の
安
定
と
､
正
常
な
教
育

効
果
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
､
私
学
相
互
の

連
携
協
力
に
よ
り
教
育
振
興
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
､
私
学
教
育
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
､

学
校
法
人
の
経
営
・
管
理
に
関
す
る
こ
と
､
国

及
び
地
方
公
共
団
体
や
こ
れ
に
関
連
す
る
団
体

と
の
連
絡
折
衝
､
日
本
私
立
中
学
高
等
学
校
連

合
会
及
び
都
道
府
県
私
学
団
体
並
び
に
教
育
各

種
団
体
と
の
連
絡
提
携
､
そ
の
他
に
本
会
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業
を
実
施
し

て
い
る
｡

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
私
学
協
会
補
助
金

33
,0
44
,5
90
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

社
団
法
人
福
岡
県
私
学

教
育
振
興
会

学
校
法
人
が
福
岡
県
内
に
設
置
す
る
私
立
小

学
校
､
中
学
校
､
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学

校
の
教
育
振
興
の
た
め
に
必
要
と
す
る
事
業
を

実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
振
興
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
補
助
金
の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を

行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
私
学
教
育
振
興
会
補
助
金
54
1,
40
1,
00
0円

○
福
岡
県
私
学
教
育
研
究
所
学
習
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
費
補
助
金

9,
24
7,
00
0円

○
福
岡
県
私
立
高
等
学
校
奨
学
資
金
貸
付
金

1,
60
5,
00
0円

社
団
法
人
福
岡
県
私
立

幼
稚
園
退
職
金
基
金
社
団

私
立
幼
稚
園
に
勤
務
す
る
教
職
員
等
の
福
祉

を
増
進
し
､
も
っ
て
幼
稚
園
教
育
の
振
興
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
会
員
が
設
置
す

る
幼
稚
園
等
に
勤
務
す
る
常
勤
の
教
職
員
が
退

職
し
た
場
合
に
､
当
該
会
員
の
支
給
す
べ
き
退

職
手
当
の
資
金
を
そ
の
会
員
に
給
付
す
る
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
社
団
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
私
立
幼
稚
園
退
職
金
基
金
社
団
補
助
金

32
8,
63
4,
00
0円

財
団
法
人
ア
ク
ロ
ス
福

岡
国
際
・
文
化
・
情
報
の
交
流
拠
点
施
設
で
あ

る
ア
ク
ロ
ス
福
岡
の
有
す
る
機
能
を
一
層
高
め

る
よ
う
支
援
す
る
と
と
も
に
､
福
岡
県
に
お
け

る
文
化
の
振
興
及
び
文
化
に
関
す
る
情
報
の
提

供
並
び
に
交
流
の
促
進
を
図
り
､
も
っ
て
県
民

の
文
化
の
向
上
と
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

１
音
楽
芸
術
､
舞
台
芸
術
等
の
芸
術
文
化
の

振
興
に
関
す
る
事
業

２
国
際
的
な
学
術
文
化
等
の
交
流
に
関
す
る

事
業

３
地
域
文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
業

４
生
活
､
文
化
､
行
政
､
観
光
等
に
か
か
る

情
報
の
提
供
に
関
す
る
事
業

５
福
岡
県
が
ア
ク
ロ
ス
福
岡
内
に
設
置
す
る

国
際
・
文
化
に
関
す
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及

び
運
営
に
関
す
る
事
業

県
は
､
基
本
金
の
66
.7
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
福
岡
県
国
際
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管

理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
ア
ク
ロ
ス
福
岡
出
資
金

20
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
国
際
文
化
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
料

29
6,
52
2,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
57
5,
51
1,
74
7円
)

財
団
法
人
福
岡
県
地
域

福
祉
財
団

地
域
の
社
会
福
祉
の
高
揚
を
図
り
､
人
間
愛
､

連
帯
意
識
に
支
え
ら
れ
､
活
力
に
満
ち
た
新
し

い
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
地
域
福
祉
推
進
事
業

２
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
事
業

３
施
設
の
管
理
運
営
の
受
託
事
業

県
は
､
基
本
金
の
94
.9
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
等
を
交
付
す
る

と
と
も
に
､
県
が
設
置
し
た
福
岡
県
男
女
共
同
参

画
セ
ン
タ
ー
､
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー

及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
地
域
福
祉
振
興
基
金
出
資
金

1,
50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
地
域
福
祉
財
団
運
営
費
補
助
金

7,
60
0,
00
0円

○
福
岡
県
児
童
環
境
づ
く
り
推
進
機
構
運
営
費
補

助
金

47
,7
94
,0
00
円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

35
,0
62
,8
58
円

○
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
運
営
料

45
5,
86
2,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
80
,8
92
,6
68
円
)
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
産
炭

地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

県
内
の
産
炭
地
域
の
広
域
的
な
振
興
に
資
す

る
事
業
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
､
産
炭
地
域

が
自
立
的
に
新
た
な
産
業
の
創
造
等
に
資
す
る

事
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
､
当
該
産
炭
地

域
の
振
興
及
び
同
地
域
の
経
済
の
自
立
的
な
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
産
炭
地
域
活
性
化
に
資
す
る
事
業

�
地
域
振
興
企
画
調
査
等
事
業

�
炭
鉱
跡
地
取
得
支
援
等
基
盤
整
備
事
業

�
企
業
誘
致
等
支
援
事
業

�
広
報
､啓
発
､イ
ベ
ン
ト
等
ソ
フ
ト
事
業

�
そ
の
他
産
炭
地
域
の
振
興
上
必
要
な
事

業
２
新
た
な
産
業
の
創
造
等
に
資
す
る
事
業

�
新
た
な
産
業
の
創
造
に
資
す
る
事
業

�
�
の
事
業
に
関
連
す
る
産
業
基
盤
整
備

に
資
す
る
事
業

�
�
及
び
�
に
掲
げ
る
事
業
に
附
帯
す
る

事
業

県
は
､
活
性
化
基
金
(基
本
財
産
)の
94
.0
％
と

新
産
業
創
造
等
基
金
の
10
0％
を
次
の
と
お
り
出

資
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
産
炭
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
出
資
金

・
活
性
化
基
金
分

8,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

・
新
産
業
創
造
等
基
金
分
8,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社

住
宅
及
び
住
宅
の
用
に
供
す
る
宅
地
を
供
給

し
､
住
民
生
活
の
安
定
と
社
会
福
祉
の
増
進
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を

実
施
し
て
い
る
｡

１
賃
貸
住
宅
､
分
譲
住
宅
及
び
分
譲
宅
地
の

建
設
事
業

２
賃
貸
住
宅
等
の
経
営
事
業

３
県
営
住
宅
管
理
及
び
保
全
受
託
事
業

県
は
､
基
本
金
の
76
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
け
を
行
う
と
と
も
に
､
県
営
住
宅
の
指

定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
出
資
金
3,
80
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
利
子
補
給
金

26
,7
29
,7
63
円

○
福
岡
県
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
家
賃
減
額
補
助
金

20
,8
83
,0
00
円

○
高
齢
者
向
優
良
賃
貸
住
宅
供
給
促
進
事
業
補
助

金
69
2,
00
0円

○
住
宅
市
街
地
総
合
整
備
事
業
補
助
金
2,
51
2,
00
0円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

83
,6
62
,5
42
円

○
運
営
資
金
貸
付
金

1,
50
0,
00
0,
00
0円

○
県
営
住
宅
管
理
運
営
料

59
9,
59
4,
24
1円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
23
1,
42
4,
80
0円
)

財
団
法
人
医
療
・
介
護

・
教
育
研
究
財
団

福
岡
県
の
地
域
医
療
及
び
介
護
の
確
保
と
質

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
福

岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
の
管

理
運
営
等
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
財
団
に
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ

ー
太
宰
府
病
院
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営

を
行
わ
せ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
診

療
報
酬
交
付
金

1,
67
6,
56
7,
78
3円

○
福
岡
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
管

理
料

19
,6
52
,4
42
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会

国
民
健
康
保
険
法
に
基
づ
き
､
会
員
で
あ
る

保
険
者
が
共
同
し
て
､
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
１
保
険
者
の
事
務
の
共
同
処
理

２
診
療
報
酬
の
審
査
及
び
支
払

３
国
民
健
康
保
険
運
営
資
金
の
融
資

４
保
健
事
業

５
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
調
査
研
究

６
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
広
報
及
び
研
修

等
保
険
者
の
円
滑
な
事
業
運
営
に
資
す
る
事

業
そ
の
他
こ
の
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業

県
は
､
当
連
合
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
と
と
も
に
､
運
用
資

金
の
貸
付
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
介
護
保
険
苦
情
処
理
業
務
支
援
補
助
金

18
,4
35
,0
00
円

○
福
岡
県
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
資
金
貸
付
金

20
0,
00
0,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
教
育

文
化
奨
学
財
団

勉
学
意
欲
が
あ
り
な
が
ら
経
済
的
理
由
に
よ

り
修
学
が
困
難
な
者
に
対
す
る
奨
学
事
業
及
び

教
育
文
化
に
関
す
る
普
及
振
興
事
業
等
を
行
い
､

知
性
豊
か
で
創
造
性
に
満
ち
､
社
会
に
貢
献
し

得
る
人
材
の
育
成
及
び
教
育
文
化
の
向
上
発
展

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業

を
実
施
し
て
い
る
｡

１
奨
学
金
の
貸
与

２
学
生
会
館
の
設
置
及
び
運
営

３
奨
学
金
の
貸
与
を
受
け
る
学
生
・
生
徒
及

び
在
館
学
生
の
指
導

４
教
育
文
化
に
関
す
る
助
成

５
教
育
文
化
に
関
す
る
顕
彰

６
教
育
文
化
に
関
す
る
調
査
研
究

７
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
の
施
設
､
設
備
の

維
持
管
理
及
び
運
営

８
科
学
教
育
の
普
及
に
関
す
る
事
業

９
科
学
の
振
興
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に

関
す
る
事
業

10
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必

要
な
事
業

県
は
､
基
本
金
の
99
.0
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の
交
付
及
び
資

金
の
貸
付
け
並
び
に
当
財
団
の
債
務
に
つ
い
て
損

失
補
償
を
行
う
と
と
も
に
､
福
岡
県
青
少
年
科
学

館
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て

い
る
｡
援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
出
資
金

2,
52
6,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

63
,6
16
,0
00
円

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
奨
学
事
業
に
係
る

補
助
金

12
8,
29
3,
00
0円

○
福
岡
県
教
育
文
化
奨
学
財
団
奨
学
事
業
に
係
る

貸
付
金

15
,8
98
,7
74
,0
00
円

(う
ち
19
年
度
3,
35
7,
27
9,
00
0円
)

○
福
岡
県
青
少
年
科
学
館
管
理
運
営
料

20
8,
35
0,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
49
,8
36
,4
30
円
)

○
補
償
債
務
残
高
(平
成
19
年
度
末
)

1,
05
8,
19
5,
69
4円

学
校
法
人
福
岡
大
学

教
育
基
本
法
､
学
校
教
育
法
及
び
私
立
学
校

法
に
従
い
､
学
校
教
育
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
大
学
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
救
急
医
療
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金

11
,3
40
,0
00
円

○
福
岡
県
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
整
備
事
業
費
補

助
金

1,
92
2,
00
0円

○
福
岡
県
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

17
,3
72
,0
00
円

○
福
岡
県
総
合
周
産
期
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
運
営

費
補
助
金

34
,7
50
,0
00
円

福
岡
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦

略
会
議

産
業
界
､
大
学
､
行
政
が
緊
密
に
連
携
し
て
､

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
研
究
開
発
､
実
証
活

動
及
び
人
材
育
成
等
を
実
施
し
､
環
境
に
や
さ

し
い
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
の
構
築
を
目
的
と

し
て
､
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
構
築
に
係
る
事

業
の
企
画
及
び
推
進
事
業
を
行
っ
て
い
る
｡

県
は
､
当
戦
略
会
議
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
次
の
と
お
り
負
担
金
を
交
付
し
て
い

る
｡
○
福
岡
水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
会
議
負
担
金

12
7,
73
8,
00
0円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

岡
�
建
工
株
式
会
社

福
岡
県
営
中
央
公
園
の
管
理
運
営
を
行
っ
て

い
る
｡

県
は
､
福
岡
県
営
中
央
公
園
の
指
定
管
理
者
と

し
て
次
の
と
お
り
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

○
福
岡
県
営
中
央
公
園
管
理
運
営
料 60
,2
08
,5
50
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
37
9,
76
0円
)

管
理
セ
ン
タ
ー
・
カ
ホ
ス

イ
ミ
ン
グ
(代
表
団
体

財
団
法
人
福
岡
県
公
園
管

理
セ
ン
タ
ー
)

福
岡
県
営
筑
豊
緑
地
の
管
理
運
営
を
行
っ
て

い
る
｡

県
は
､
福
岡
県
営
筑
豊
緑
地
の
指
定
管
理
者
と

し
て
次
の
と
お
り
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い
る
｡

○
福
岡
県
営
筑
豊
緑
地
管
理
運
営
料
18
5,
89
9,
29
9円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
23
,7
94
,1
69
円
)

筑
後
広
域
公
園
振
興
事
業

団
(代
表
団
体
株
式
会

社
Ａ
Ｊ
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ

ョ
ン
)

福
岡
県
営
筑
後
広
域
公
園
の
管
理
運
営
を
行

っ
て
い
る
｡

県
は
､
福
岡
県
営
筑
後
広
域
公
園
の
指
定
管
理

者
と
し
て
次
の
と
お
り
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て
い

る
｡
○
福
岡
県
営
筑
後
広
域
公
園
管
理
運
営
料

10
8,
56
5,
01
6円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
4,
11
9,
26
7円
)

医
療
法
人
共
愛
会

病
院
及
び
診
療
所
､
介
護
老
人
保
健
施
設
を

経
営
し
､
看
護
､
医
学
的
管
理
下
の
介
護
及
び

必
要
な
医
療
行
為
等
を
普
及
す
る
事
業
を
実
施

し
て
い
る
｡

県
は
､
当
法
人
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
共
同
利
用
施
設
設
備
整
備
事
業
補
助
金

14
0,
00
0,
00
0円

○
看
護
師
勤
務
環
境
改
善
施
設
整
備
事
業
補
助
金

15
,4
42
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
ス
ポ

ー
ツ
振
興
公
社

県
及
び
久
留
米
市
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
諸
施
設
の

維
持
管
理
及
び
運
営
の
委
託
等
を
受
け
､
体
育

・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
､
あ
わ

せ
て
県
民
の
健
康
増
進
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与

す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
県
及
び
久
留
米
市
か
ら
委
託
等
を
受
け
た

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
維
持
管
理
及
び
運
営
に
関

す
る
事
業

２
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
関
す
る
事
業

３
ス
ポ
ー
ツ
教
室
及
び
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
等

に
関
す
る
事
業

４
福
岡
県
立
総
合
射
撃
場
に
お
け
る
ク
レ
ー

の
販
売
等
に
関
す
る
事
業

５
ス
ポ
ー
ツ
関
係
団
体
の
育
成
強
化
及
び
情

報
提
供

６
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
推
進

７
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
顕
彰

８
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な

事
業

県
は
､
基
本
金
の
99
.6
％
を
出
資
し
､
事
業
運

営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
負
担
金
を
交
付
す
る

と
と
も
に
､
福
岡
県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン

タ
ー
､
福
岡
県
立
総
合
プ
ー
ル
､
福
岡
県
立
総
合

射
撃
場
及
び
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
の
指
定
管
理
者
と
し
て
管
理
運
営
を
行
わ
せ
て

い
る
｡
援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
公
社
出
資
金

2,
45
5,
02
6,
48
4円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
立
ス
ポ
ー
ツ
科
学
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理

運
営
料

13
7,
43
2,
00
0円

職
員
人
件
費
負
担
金

12
,7
43
,6
56
円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
56
,4
29
,7
49
円
)

○
福
岡
県
立
総
合
プ
ー
ル
管
理
運
営
料

12
6,
36
4,
00
0円

職
員
人
件
費
負
担
金

5,
58
3,
90
3円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
29
,7
24
,5
29
円
)

○
福
岡
県
立
総
合
射
撃
場
管
理
運
営
料
7,
77
7,
00
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
10
,1
74
,6
00
円
)

○
福
岡
県
立
久
留
米
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
料

54
,0
66
,0
00
円

職
員
人
件
費
負
担
金

6,
33
0,
90
0円

(施
設
の
利
用
料
金
収
入
12
,3
50
,1
30
円
)

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

83
,9
82
,9
84
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
暴
力

追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
を
予
防
す
る

た
め
の
広
報
活
動
等
を
推
進
し
､
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
に
つ
い
て
の
相
談
事
業
を
行

う
と
と
も
に
､
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為

の
被
害
者
の
救
援
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
､
暴

力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
及
び
こ
れ

に
よ
る
被
害
の
救
済
を
図
る
た
め
の
事
業
を
実

施
し
て
い
る
｡

県
は
､
基
本
金
の
79
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
出
資
金

1,
21
8,
76
5,
20
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
補
助
金

3,
00
0,
00
0円

○
福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー
｢暴
力

団
排
除
活
動
支
援
事
業
｣
補
助
金 19
,5
54
,3
85
円

社
団
法
人
北
九
州
市
小

倉
医
師
会

医
道
の
高
揚
な
ら
び
に
医
学
､
医
術
の
発
達

普
及
と
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
り
､
も
っ
て
､

地
域
社
会
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
事
業
を

実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
医
師
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

31
,4
81
,0
00
円

財
団
法
人
福
岡
県
メ
デ

ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

広
く
地
域
住
民
の
健
康
を
保
持
増
進
し
､
教

育
指
導
､
調
査
研
究
並
び
に
医
療
及
び
情
報
シ

ス
テ
ム
の
整
備
等
に
よ
り
､
福
岡
県
に
お
け
る

包
括
医
療
の
確
立
を
図
り
､
も
っ
て
社
会
福
祉

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次

の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
福
岡
県
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
る

情
報
提
供

２
高
校
生
の
心
臓
検
診
に
関
す
る
こ
と

３
臨
床
検
査
に
関
す
る
事
項

４
老
人
保
健
法
に
よ
る
肺
ガ
ン
検
診
に
関
す

る
こ
と

５
医
療
相
談
に
関
す
る
事
項

６
臓
器
移
植
に
関
す
る
事
項

７
外
部
評
価
に
関
す
る
事
項

県
は
､
基
本
金
の
45
.5
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
出
資
金

10
,0
00
,0
00
円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
移
植
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
設
置
費
補
助

金
4,
73
5,
00
0円

福
岡
県
高
等
学
校
体
育
連

盟
本
県
高
等
学
校
に
係
る
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活

動
の
振
興
を
図
り
､
も
っ
て
高
校
生
の
健
全
な

発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業

を
行
っ
て
い
る
｡

１
協
議
会
の
開
催
な
ら
び
に
派
遣

２
運
動
競
技
の
指
導
奨
励

３
体
育
振
興
の
調
査
研
究

４
関
係
団
体
・
機
関
と
の
連
携
等

県
は
､
当
連
盟
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
体
育
振
興
費
補
助
金

34
,5
16
,0
00
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

社
団
法
人
朝
倉
医
師
会

当
医
師
会
は
､
以
下
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
地
域
医
療
の
確
立
及
び
整
備
に
関
す
る
事

項
２
医
師
の
生
涯
教
育
及
び
研
究

３
社
会
保
障
制
度
の
充
実
改
善

４
公
衆
衛
生
の
指
導
及
び
調
査

５
医
業
経
営
の
改
善
と
合
理
化

６
会
員
の
相
互
扶
助
及
び
親
睦
並
び
に
福
祉

増
進

７
病
院
の
設
置
及
び
運
営

８
看
護
師
等
の
養
成
施
設
の
設
置
及
び
運
営

９
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
設
置
及
び
運

営
10
健
診
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
事
項

11
介
護
老
人
保
健
施
設
の
設
置
及
び
運
営

12
居
宅
介
護
支
援
事
業
及
び
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
並
び
に
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

13
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業

14
そ
の
他
目
的
達
成
上
必
要
な
事
項

県
は
､
当
医
師
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
病
院
整
備
事
業
費
補
助
金
2,
00
0,
00
0,
00
0円

○
病
院
運
営
事
業
費
補
助
金
13
0,
44
5,
85
0円

○
へ
き
地
医
療
拠
点
病
院
運
営
費
補
助
金

10
,6
99
,0
00
円

○
福
岡
県
看
護
師
等
養
成
所
運
営
費
補
助
金

8,
98
7,
00
0円

財
団
法
人
福
岡
県
環
境

保
全
公
社

廃
棄
物
の
適
正
な
循
環
的
利
用
及
び
処
理
処

分
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
と
と
も
に
､
広

く
県
民
に
対
し
廃
棄
物
に
関
す
る
知
識
の
普
及

・
啓
発
を
図
り
､
も
っ
て
県
民
の
快
適
で
住
み

良
い
生
活
環
境
づ
く
り
と
産
業
経
済
の
健
全
な

発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
等
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
廃
棄
物
の
循
環
的
利
用
や
処
理
処
分
に
関

す
る
調
査
研
究
事
業

２
廃
棄
物
の
循
環
的
利
用
や
処
理
処
分
に
関

す
る
啓
発
事
業

県
は
､
基
本
金
の
全
額
を
出
資
す
る
と
と
も
に
､

事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
､
補
助
金
等
を

交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
環
境
保
全
公
社
出
資
金 5
4,
47
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
環
境
保
全
公
社
運
営
事
業
費
補
助
金

92
1,
00
0円

○
県
派
遣
職
員
給
与
負
担
金

96
,4
26
,0
00
円

福
岡
空
港
整
備
促
進
協
議

会
当
協
議
会
は
､
以
下
の
事
業
を
実
施
し
て
い

る
｡
１
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
建
設
促
進
及
び
民
間
空
港

施
設
の
整
備
促
進

２
民
間
空
港
の
振
興
に
必
要
な
調
査
研
究
並

び
に
啓
発
､
宣
伝

３
航
空
路
の
誘
致

４
空
港
の
整
備
促
進
に
か
か
る
特
別
な
事
業

の
実
施

５
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業

６
空
港
周
辺
環
境
対
策
事
業
の
促
進

県
は
､
当
協
議
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
補
助
金
等
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
空
港
整
備
促
進
協
議
会
負
担
金
1,
45
0,
00
0円

○
福
岡
県
空
港
周
辺
対
策
事
業
補
助
金

12
,7
00
,0
00
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
中
小

企
業
振
興
セ
ン
タ
ー

中
小
企
業
支
援
育
成
機
関
相
互
の
連
携
を
図

り
､
県
内
中
小
企
業
振
興
の
拠
点
と
し
て
､
そ

の
機
能
の
発
揮
に
努
め
る
と
と
も
に
､
中
小
企

業
の
経
営
資
源
の
強
化
､
活
性
化
を
支
援
す
る

こ
と
に
よ
り
､
経
営
の
健
全
化
を
促
進
し
､
も

っ
て
中
小
企
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び
そ

の
他
所
有
建
物
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
業

２
中
小
企
業
団
体
相
互
の
連
携
協
調
に
関
す

る
事
業

３
起
業
化
支
援
に
関
す
る
事
業

４
人
材
育
成
に
関
す
る
事
業

５
販
路
開
拓
支
援
に
関
す
る
事
業

６
交
流
促
進
に
関
す
る
事
業

７
設
備
支
援
に
関
す
る
事
業

８
下
請
取
引
に
関
す
る
事
業

９
情
報
化
に
関
す
る
事
業

10
創
業
・
経
営
支
援
に
関
す
る
事
業

11
そ
の
他
こ
の
法
人
の
目
的
を
達
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業

12
産
学
連
携
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業

13
海
外
駐
在
員
派
遣
事
業

14
先
進
的
対
内
直
接
投
資
推
進
事
業

15
下
請
中
小
企
業
自
立
化
塾
事
業

県
は
､
基
本
金
の
85
.0
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
補
助
金

の
交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー
出
資
金

2,
12
2,
71
1,
02
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
中
小
企
業
団
体
組
織
強
化
対
策
費
補
助

金
13
6,
31
8,
00
0円

○
福
岡
県
中
小
企
業
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金

20
7,
96
9,
00
0円

○
福
岡
県
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
推
進
事
業
費

補
助
金

2,
31
1,
05
0円

○
福
岡
県
商
店
街
競
争
力
強
化
事
業
費
補
助
金

9,
60
0,
00
0円

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
支
援
対
策
費

補
助
金

20
,3
57
,0
27
円

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
貸
与
事
業
円
滑
化
補
助

金
29
,2
79
,0
00
円

○
福
岡
県
新
生
活
産
業
振
興
支
援
補
助
金

1,
83
8,
73
3円

○
福
岡
県
工
業
技
術
振
興
対
策
事
業
費
補
助
金

23
,9
84
,0
00
円

○
福
岡
県
中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
基
金
貸
付
金

50
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
(設
備
貸
与
)
資

金
貸
付
金

2,
49
8,
22
2,
00
0円

(う
ち
19
年
度
39
6,
98
5,
00
0円
)

○
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
(設
備
資
金
貸
付
)

資
金
貸
付
金

2,
57
8,
81
5,
60
0円

(う
ち
19
年
度
46
9,
23
0,
00
0円
)

北
九
州
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル

株
式
会
社

北
九
州
空
港
旅
客
・
貨
物
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル

の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
業

県
は
資
本
金
の
28
.4
％
を
次
の
と
お
り
出
資
し

て
い
る
｡

○
北
九
州
エ
ア
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
出
資
金

1,
00
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

福
岡
県
商
工
会
連
合
会

商
工
会
の
健
全
な
発
達
を
図
り
､
も
っ
て
商

工
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､

次
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
商
工
会
の
組
織
､
事
業
に
つ
い
て
の
指
導

連
絡

２
商
工
業
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て

の
相
談
指
導

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
会
の
意
見
を
総
合
し
て
こ
れ
を
公
表

し
､
又
は
国
会
､
行
政
庁
等
に
具
申
し
､
若

し
く
は
建
議
す
る
こ
と

県
は
､
当
連
合
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

34
9,
94
2,
72
8円

○
福
岡
県
中
小
企
業
団
体
組
織
強
化
対
策
費
補
助

金
21
,1
50
,0
00
円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
福
岡
県
産
業

・
科
学
技
術
振
興
財
団

産
学
官
の
共
同
研
究
に
よ
る
創
造
的
研
究
開

発
を
推
進
す
る
等
に
よ
り
科
学
技
術
の
振
興
を

図
り
､
福
岡
県
の
産
業
構
造
の
高
度
化
や
新
た

な
産
業
の
育
成
に
貢
献
し
､
も
っ
て
福
岡
県
の

産
業
の
活
性
化
と
県
民
生
活
の
質
的
向
上
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事
業
を
実

施
し
て
い
る
｡

１
産
学
官
の
共
同
研
究
に
よ
る
創
造
的
研
究

開
発
支
援
事
業

２
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
交
流
事
業

３
国
際
的
科
学
技
術
交
流
推
進
事
業

４
創
造
的
中
小
企
業
の
育
成
支
援
事
業

５
シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｓ
Ｉ
総
合
開
発
に
関
す
る
施

設
の
管
理
運
営

県
は
､
基
本
金
の
89
.8
％
を
出
資
す
る
と
と
も

に
､
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
の

交
付
及
び
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
出
資
金

2,
30
0,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
に
要
す
る
投

資
原
資
資
金
貸
付
金

34
9,
56
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
に
係
る
基
金

造
成
資
金
貸
付
金

55
5,
00
0,
00
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
地
域
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
出
資
金
貸
付
金

29
8,
15
0,
62
0円

(う
ち
19
年
度
0円
)

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(財
団
運
営
管
理
事
業
等
)

27
4,
79
3,
00
0円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
事
業
費
補

助
金
(シ
ス
テ
ム
Ｌ
Ｓ
Ｉ
設
計
開
発
拠
点
構
築

事
業
)

29
4,
88
9,
00
0円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(創
造
的
中
小
企
業
創
出
支
援
事
業
)

17
,1
18
,0
00
円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(ベ
ン
チ
ャ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

事
業
)

99
,9
27
,0
00
円

○
福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団
運
営
事
業

費
補
助
金
(マ
ッ
チ
ン
グ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
事

業
)

13
,3
83
,0
00
円

宗
像
市
商
工
会

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商
工

業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね
て
社

会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政
庁

等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導
を

行
う
こ
と
等

県
は
､
当
商
工
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

69
,4
98
,5
49
円

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
九
州
バ
ス

株
式
会
社

当
株
式
会
社
は
､
以
下
の
事
業
を
実
施
し
て

い
る
｡

１
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

２
不
動
産
の
売
買
､
賃
貸
､
仲
介
及
び
管
理

事
業

３
広
告
業

４
旅
行
業
者
代
理
業

県
は
､
当
株
式
会
社
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経

費
に
対
し
､
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

援
助
等
の
明
細
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

○
生
活
路
線
維
持
費
補
助
金

20
,0
23
,0
00
円

○
生
活
路
線
維
持
費
補
助
金
(車
両
購
入
費
)

6,
20
2,
00
0円
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団
体
名

事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

福
津
市
商
工
会

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商
工

業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね
て
社

会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政
庁

等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導
を

行
う
こ
と
等

県
は
､
当
商
工
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

52
,7
53
,2
83
円

大
野
城
市
商
工
会

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商
工

業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね
て
社

会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政
庁

等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導
を

行
う
こ
と
等

県
は
､
当
商
工
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

52
,4
66
,3
05
円

筑
前
町
商
工
会

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商
工

業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね
て
社

会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政
庁

等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導
を

行
う
こ
と
等

県
は
､
当
商
工
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

47
,9
99
,1
99
円

前
原
市
商
工
会

商
工
業
者
の
共
同
社
会
を
基
盤
と
し
､
商
工

業
の
総
合
的
な
改
善
発
達
を
図
り
､
兼
ね
て
社

会
一
般
の
福
祉
の
増
進
に
資
し
､
商
工
業
の
発

展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
､
次
の
事

業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
意
見
を
公
表
し
､
こ
れ
を
国
会
､
行
政
庁

等
に
具
申
し
､
又
は
建
議
す
る
こ
と

２
商
工
業
に
関
す
る
調
査
研
究

３
商
工
業
に
関
す
る
情
報
､
資
料
の
収
集
及

び
提
供

４
商
工
業
に
関
し
て
､
相
談
に
応
じ
指
導
を

行
う
こ
と
等

県
は
､
当
商
工
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費

に
対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
福
岡
県
小
規
模
事
業
経
営
支
援
事
業
費
補
助
金

38
,9
02
,2
81
円
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第
２
監
査
の
結
果

各
監
査
対
象
団
体
及
び
監
査
対
象
所
管
課
に
お
け
る
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
は
､
次
の
と
お
り
一
部
の
団
体
及

び
そ
の
所
管
課
に
お
い
て
改
善
を
要
す
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

１
財
団
法
人
福
岡
県
地
域
福
祉
財
団

福
祉
総
務
課

公
の
施
設
(福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
､
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
､
福
岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
)
の
管
理
に
よ
っ

て
取
得
し
た
建
物
付
帯
設
備
等
の
資
産
に
つ
い
て
､
県
有
財
産
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
｡

こ
の
登
録
は
県
有
財
産
の
額
及
び
評
価
並
び
に
今
後
の
管
理
・
処
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
こ
と
で
あ
る
の
で
､
取
得
し
た
県
有

財
産
に
つ
い
て
は
関
係
帳
簿
に
適
切
に
計
上
す
る
必
要
が
あ
る
｡

２
財
団
法
人
福
岡
県
中
小
企
業
振
興
セ
ン
タ
ー

電
脳
商
社
シ
ス
テ
ム
の
資
産
計
上
を
失
念
し
た
た
め
､
固
定
資
産
に
つ
い
て
15
,0
72
,4
00
円
が
過
小
計
上
と
な
っ
て
い
る
｡

事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
は
､
誤
り
の
な
い
よ
う
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡

団
体

名
事
業
の
概
要

財
政
的
援
助
等
の
内
容

財
団
法
人
直
鞍
情
報
・

産
業
振
興
協
会

当
協
会
は
､
以
下
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

１
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
が

設
置
し
た
直
方
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
カ
レ
ッ
ジ

の
施
設
及
び
設
備
の
維
持
､
管
理
及
び
運
営

を
行
う
こ
と
｡

２
求
職
者
に
対
し
､
認
定
職
業
訓
練
を
行
う

こ
と
｡

３
事
業
主
等
の
委
託
を
受
け
て
､
当
該
事
業

主
等
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
職
業
訓

練
を
行
う
こ
と
｡

４
本
協
会
が
運
営
す
る
施
設
を
事
業
主
等
の

行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
使
用
さ
せ
る
こ
と

｡
５
職
業
訓
練
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
提

供
を
行
う
こ
と
｡

６
職
業
訓
練
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行

う
こ
と
｡

７
無
料
の
職
業
紹
介
を
行
う
こ
と
｡

８
直
方
市
か
ら
委
託
を
受
け
た
直
鞍
産
業
振

興
セ
ン
タ
ー
の
施
設
及
び
設
備
の
維
持
､
管

理
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
｡

９
地
域
企
業
の
経
営
及
び
技
術
の
高
度
化
並

び
に
情
報
産
業
に
関
す
る
研
究
開
発
等
の
支

援
を
行
う
こ
と
｡

10
そ
の
他
本
協
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
｡

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
補
助
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
国
際
認
証
電
磁
波
測
定
施
設
整
備
事
業
費
補
助

金
50
,0
00
,0
00
円

社
団
法
人
福
岡
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
貨
物
運
送
取
扱

事
業
の
改
善
向
上
と
適
正
円
滑
な
運
営
態
勢
の

確
立
に
努
め
､
業
界
の
健
全
な
る
発
展
を
推
進

す
る
た
め
の
事
業
を
実
施
し
て
い
る
｡

県
は
､
当
協
会
の
事
業
運
営
に
要
す
る
経
費
に

対
し
､
次
の
と
お
り
交
付
金
を
交
付
し
て
い
る
｡

○
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
79
4,
64
0,
00
0円
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そ
の
他
の
監
査
対
象
団
体
及
び
監
査
対
象
所
管
課
に
お
け
る
財
政
的
援
助
等
に
係
る
出
納
そ
の
他
の
事
務
は
､
調
査
し
た
範
囲
に
お
い

て
､
財
政
的
援
助
等
の
目
的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
｡

第
３
意
見
事
項

次
の
監
査
対
象
団
体
の
事
務
に
つ
い
て
､
以
下
の
と
お
り
意
見
を
述
べ
る
｡

１
福
岡
県
土
地
開
発
公
社

当
公
社
の
累
積
欠
損
金
は
､
前
年
度
よ
り
２
千
３
百
万
円
余
減
少
し
て
い
る
が
､
平
成
19
年
度
末
で
１
億
３
千
９
百
万
円
余
と
な
っ

て
お
り
､
欠
損
金
の
早
期
解
消
が
望
ま
れ
る
｡

２
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会

協
会
が
債
務
保
証
契
約
に
基
づ
き
代
位
弁
済
を
行
っ
た
求
償
権
の
管
理
・
回
収
が
十
分
で
な
い
こ
と
か
ら
､
今
後
､
適
宜
督
促
を
行

う
と
と
も
に
､
債
務
者
及
び
連
帯
保
証
人
の
資
産
調
査
な
ど
､
求
償
権
の
管
理
・
回
収
に
万
全
を
期
さ
れ
た
い
｡

ま
た
､
求
償
権
の
管
理
は
､
協
会
の
経
営
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
問
題
で
あ
る
た
め
､
出
資
者
と
し
て
の
指
導
監
督
を
強
化
す
る

必
要
が
あ
り
､
県
漁
業
管
理
課
と
も
協
議
の
う
え
､
出
資
者
か
ら
の
協
会
監
事
就
任
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
｡

第
４
監
査
執
行
上
の
除
斥

地
方
自
治
法
第
19
9条
の
２
の
規
定
に
よ
り
､
利
害
関
係
者
と
し
て
除
斥
し
た
監
査
委
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

監
査
対
象
団
体
名

除
斥
し
た
監
査
委
員
名

財
団
法
人
福
岡
県
地
域
福
祉
財
団

進
谷
庸
助
監
査
委
員

財
団
法
人
福
岡
県
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

進
谷
庸
助
監
査
委
員



福岡県公安委員会告示第94号

警備業法 (昭和47年法律第117号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第23条に規定する検定を次

のとおり実施するので､ 警備員等の検定等に関する規則 (平成17年国家公安委員会規則

第20号｡ 以下 ｢検定規則｣ という｡ ) 第７条の規定により公示する｡

平成21年４月８日

福岡県公安委員会

１ 検定の種別

交通誘導警備業務２級

２ 検定の実施日､ 時間及び場所

３ 受検定員

各検定15名

４ 受検資格

福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５ 検定の方法

検定は､ 学科試験及び実技試験により行う｡

なお､ 学科試験 (５枝択一式20問) の後､ 実技試験を行うが､ 学科試験において不

合格 (90パーセント以上の成績に満たない場合) となった者については､ 実技試験を

行わない｡

６ 学科試験及び実技試験

� 学科試験

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること｡

ウ 車両等の誘導に関すること｡

エ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること｡

� 実技試験

ア 車両等の誘導に関すること｡

イ 工事現場その他人又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故が発

生した場合における応急の措置に関すること｡

７ 検定申請手続等

� 受付期間

平成21年５月27日 (水) から同年５月28日 (木) までの午前９時から午後５時45

分までの間

� 必要書類

ア 住所地を管轄する警察署に申請する場合

� 検定申請書 (検定規則別記様式第１号) １通

� 住所地を疎明する書面 (住民票の写しのコピー､ 運転免許証のコピー等)

� 写真２枚 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の

長さ３センチメートル､ 横の長さ2.4センチメートルの写真で､ その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの｡ )

イ 営業所を管轄する警察署に申請する場合

� 検定申請書 (検定規則別記様式第１号) １通

� 営業所に属していることを疎明する書面 (営業所所属証明書など)

� 写真２枚 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の

長さ３センチメートル､ 横の長さ2.4センチメートルの写真で､ その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの｡ )

� 申請方法

ア 受検を希望する者は､ まず､ 福岡県警察警備員教育センター設置の受付専用電

話 (093 (381) 2627) に電話し､ 事前申し込みを行い､ 受付番号を取得すること

｡ ただし､ 受付期間中であっても､ 定員に達したときは受付を行わないこととす

る｡
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公安委員会

実 施 日 実施時間 実 施 場 所

平成21年７月７日 (火)
午前９時から午後
６時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター

平成21年７月８日 (水)

平成21年７月９日 (木)
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※ 受付専用電話以外での受付は一切行わない｡

イ 受付番号を取得した者は､ 事前申し込みを行った当日の午後６時までに､ 住所

地 (受検希望者が警備員である場合には､ その者が属する営業所の所在地を含

む｡ ) を管轄する警察署に受付番号を申告するとともに､ 前記�に掲げる必要

書類並びに検定手数料を添えて提出し､ 受検票の交付を受け申請手続きの完了

とする｡

ウ 受付番号を取得した場合であっても､ 事前申し込みを行った当日に､ 検定申請

の手続きを行わなかった者の受付番号及び事前申し込みは無効とする｡

エ 検定申請は､ 原則として受検者本人が行うこと｡ ただし､ やむを得ない事情等

により代理人が申請を行う場合は､ 受検者本人の委任状 (本人が署名したものに

限る｡ ) を持参すること｡

� 検定手数料

14,000円

※ 検定手数料については､ 福岡県領収証紙により納付すること｡

また､ 検定手数料は､ 申請受付後に申請を取消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない｡

８ 成績証明書の交付

学科試験及び実技試験ともに合格した者に対し､ 即日､ 成績証明書を交付する｡

９ その他

� 検定当日､ 筆記用具､ 受検票及び動きやすい服装を必ず持参 (各受検者への貸与

ロッカーあり｡ ) すること｡

� 検定に関する問い合わせは､ 福岡県の休日を定める条例 (平成元年福岡県条例第

23号) 第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日､ 午前９時から午後５時45分ま

で､ 最寄りの警察署又は福岡県警察警備員教育センター (電話093 (381) 2627) に

対して行うこと｡

� 検定申請書 (検定規則別記様式第１号) については､ 各警察署生活安全課若しく

は生活安全刑事課において受け取ることができる｡

福岡県公安委員会告示第95号

警備業法の一部を改正する法律 (平成16年法律第50号) 附則第５条による審査 (以下

｢審査｣ という｡ ) を次のとおり実施するので､ 警備員等の検定等に関する規則 (平成

17年国家公安委員会規則第20号｡ 以下 ｢検定規則｣ という｡ ) 附則第９条の規定により

公示する｡

平成21年４月８日

福岡県公安委員会

１ 審査を行う種別及び級

廃止前の警備員等の検定に関する規則 (昭和61年国家公安委員会規則第５号｡ 以下

｢旧検定規則｣ という｡ ) 第１条第１項に規定する検定に係る全ての種別及び級

２ 審査の実施日､ 時間及び場所

３ 審査定員

30名

４ 審査対象者

旧検定規則第８条に規定する合格証 (以下 ｢旧合格証｣ という｡ ) を有する者であ

って､ 次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする｡ ただし､ 検定規則附則第７条

第２項 (学科及び実技試験の免除) に規定する者を除く｡

� 福岡県内に住所を有すること｡

� 福岡県内に所在する警備業法に係る営業所に属する警備員であること｡

� 福岡県公安委員会から旧合格証の交付を受けていること｡

５ 審査の方法

審査は､ 学科試験及び実技試験により行う｡

なお､ 学科試験 (５枝択一式10問) の後､ 実技試験を行うが､ 学科試験において不

合格 (90パーセント以上の成績に満たない場合) となった者については､ 実技試験を

行わない｡

６ 学科試験及び実技試験

� 学科試験
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審 査 日 実施時間 実 施 場 所

平成21年５月12日 (火)
午前10時から午後
３時までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター
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ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること｡

ウ 警備業務の実施に関すること｡

エ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること｡

� 実技試験

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること｡

７ 審査申請手続等

� 受付期間

平成21年４月30日 (木) から同年５月１日 (金) までの午前９時から午後５時45

分までの間

� 必要書類

ア 住所地を管轄する警察署に申請する場合

� 審査申請書 (検定規則別記様式) １通

� 住所地を疎明する書面 (住民票の写しのコピー､ 運転免許証のコピー等)

� 写真１枚 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の

長さ３センチメートル､ 横の長さ2.4センチメートルの写真で､ その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの｡ )

� 旧合格証の写し

イ 営業所の所在地を管轄する警察署に申請する場合

� 審査申請書 (検定規則別記様式) １通

� 営業所に属していることを疎明する書面 (営業所所属証明書など)

� 写真１枚 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の

長さ３センチメートル､ 横の長さ2.4センチメートルの写真で､ その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの｡ )

� 旧合格証の写し

ウ 旧合格証の交付を受けた警察署に申請する場合

� 審査申請書 (検定規則別記様式) １通

� 写真１枚 (申請前６月以内に撮影した無帽､ 正面､ 上三分身､ 無背景の縦の

長さ３センチメートル､ 横の長さ2.4センチメートルの写真で､ その裏面に氏

名及び撮影年月日を記入したもの｡ )

� 旧合格証の写し

� 申請方法

ア 審査を希望する者は､ まず､ 福岡県警察警備員教育センター設置の受付専用電

話 (093 (381) 2627) に電話して､ 事前申し込みを行い､ 受付番号を取得するこ

と｡ ただし､ 受付期間中であっても､ 定員に達したときは受付を行わないことと

する｡

※ 受付専用電話以外での受付は一切行わない｡

イ 受付番号を取得した者は､ 事前申し込みを行った日を含めて３日以内に住所地

(審査希望者が警備員である場合には､ その者が属する営業所の所在地を含む｡ )

を管轄する警察署又は旧合格証の交付を受けた警察署に受付番号を申告するとと

もに､ 前期�に掲げる必要書類並びに審査手数料を添えて提出すること｡

ウ 審査申請は､ 原則として審査申請者本人が行うこと｡ ただし､ やむを得ない事

情等により代理人が申請を行う場合は､ 審査申請者本人の委任状 (本人が署名し

たものに限る｡ ) を持参すること｡

� 審査手数料

4,700円

※ 審査手数料については､ 福岡県領収証紙により納付すること｡

また､ 審査手数料は､ 申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかっ

た場合についても返還しない｡

８ 成績証明書の交付

学科試験及び実技試験ともに合格した者に対し､ 即日､ 成績証明書を交付する｡

９ その他

� 審査当日､ 筆記用具､ 旧合格証及び動きやすい服装を必ず持参 (貸与ロッカーあ

り｡ ) すること｡

� 審査に関する問い合わせは､ 福岡県の休日を定める条例 (平成元年福岡県条例第

23号) 第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日､ 午前９時から午後５時45分ま

で､ 最寄りの警察署又は福岡県警察警備員教育センター (電話093 (381) 2627) に

対して行うこと｡
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� 審査申請書 (検定規則別記様式) については､ 各警察署生活安全課若しくは生活

安全刑事課において受け取ることができる｡

福岡県公安委員会告示第99号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和23年法律第122号) 第38条

第１項の規定に基づき､ 次の者を平成21年４月１日付けで少年指導委員として委嘱する

ので､ 少年指導委員規則 (昭和60年国家公安委員会規則第２号) 第２条の規定により告

示する｡

平成21年４月８日

福岡県公安委員会

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�
�
�

�

�
	



�
�

�
�

氏 名 連 絡 先 活 動 区 域

中

央

大 崎 信 昭

092－734－0110
中央警察署 (少年係)

中央警察署の管轄区域

内 林 美恵子

佐 藤 � 昭

林 和 子

坂 本 秀 代

後 藤 和 範

井 上 鴻 一

舌 間 建 喜

梅 月 智 子

博

多

中 村 康 三

092－412－0110
博多警察署 (少年係)

博多警察署の管轄区域

貞 閑 秀 男

満 生 博 文

緒 方 博

福 山 誠

安 武 重次郎

村 松 秀 豊

片 岡 良 二

笹 山 守 人

林 廣

迫 野 譲 二

東

渡 辺 武 志

092－643－0110
東警察署 (少年係)

東警察署の管轄区域

米 倉 仁 山

早 川 哲 也

大 崎 昭 彦

萩 尾 武 士

竹之内 忠

森 本 多津秋

早
良

後 藤 武 司

092－847－0110
早良警察署 (少年係)

早良警察署の管轄区域

室 津 健 次

緒 方 健 二

田 崎 敏

鈴 木 利 英

西

富 山 孝 昭
092－805－6110
西警察署 (少年係)

西警察署の管轄区域中 村 幸 雄

小 野 眞 利

南

勝 野 隆 悳

092－542－0110
南警察署 (少年係)

南警察署の管轄区域

重 松 悦 子

鶴 田 満 徳

堀 江 伸 子

溝 口 博 文

稲 永 寛一郎

木 原 哲 司

内 野 富美子

宗
像

吉 田 前 0940－36－0110
宗像警察署 (少年係)

宗像警察署の管轄区域
永 里 � 也
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筑
紫
野

結 城 満 義

092－929－0110
筑紫野警察署 (少年係)

筑紫野警察署の管轄区域

平 野 健 蔵

木 村 文 夫

関 泰 弘

古 屋 光 男

大 西 健 雄

粕
屋 平 野 清 信

092－939－0110
粕屋警察署 (少年係)

粕屋警察署の管轄区域

朝
倉

飯 田 昭 雄 0946－22－0110
朝倉警察署 (少年係)

朝倉警察署の管轄区域
中 原 茂 利

戸
畑

坂 本 三 夫

093－861－0110
戸畑警察署 (少年係)

戸畑警察署の管轄区域

松 本 剛 重

菊 池 茂 樹

原 田 修

宗 雪 修

若
松

濱小路 兼 生

093－771－0110
若松警察署 (少年係)

若松警察署の管轄区域
山 下 康 子

仲 山 チエ子

作 間 忠 孝

折
尾

讃 井 俊 文

093－691－0110
折尾警察署 (少年係)

折尾警察署の管轄区域
手代木 勇 一

遠 藤 辰 信

塚 本 喬

門
司

山 口 三 男

093－321－0110
門司警察署 (少年係)

門司警察署の管轄区域
河 村 勝 美

杉 元 忍

清 水 信 之

小
倉
南

和 智 冏 子
093－923－0110

小倉南警察署 (少年係)
小倉南警察署の管轄区域濱 田 俊 史

矢 野 了

林 利 治

八
幡
東

宮 地 久 男

093－662－0110
八幡東警察署 (少年係)

八幡東警察署の管轄区域
古 野 智 慎

坂 本 義 徳

岸 原 庸 夫

小
倉
北

久重路 達 男

093－583－0110
小倉北警察署 (少年係)

小倉北警察署の管轄区域

緒 方 弘 治

永 尾 元 彦

永 田 義 則

吉 村 義 隆

右 近 昌 雄

水 岩 敏 昭

杉 信 市

松 永 忠 義

比 嘉 光 雄

丸 山 智 明

八
幡
西

梶 原 茂 義

093－645－0110
八幡西警察署 (少年係)

八幡西警察署の管轄区域

松 浦 克 巳

木 村 幸 男

波多野 直 之

木 村 嘉 穐

行
橋

江 本 康 時

0930－24－5110
行橋警察署 (少年係)

行橋警察署の管轄区域
三 宅 昭

榎 信 義

増 田 哲 人

直
方

弘 洋 二
0949－22－0110

直方警察署 (少年係)
直方警察署の管轄区域隈 井 哲 康
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垰 岡 昌 秀

有 田 憲 生

飯
塚

井 上 豊 治

0948－21－0110
飯塚警察署 (少年係)

飯塚警察署の管轄区域

片 桐 明 治

古 賀 利 広

田 坂 勝 信

原 田 宣 次

尾 木 義 明

田
川

入 舩 清

0947－42－0110
田川警察署 (少年係)

田川警察署の管轄区域

古 賀 � 生

徳 野 康 博

吉 田 仲 宏

大 澤 俊 朗

重 藤 将 宏

福 田 秀 人

久
留
米

角 正 司

0942－38－0110
久留米警察署 (少年係)

久留米警察署の管轄区域

渕 上 憲士郎

田 中 幹 雄

大 谷 哲 也

熊 丸 雅 裕

前 岡 義 人

野 � 利 宗

八
女

谷 川 侯 司 0943－22－5110
八女警察署 (少年係)

八女警察署の管轄区域
重 松 憲 一

柳
川

山 口 龍 二 0944－74－0110
柳川警察署 (少年係)

柳川警察署の管轄区域
原 田 美 治

有 田 武

前 原 和 吉

大
牟
田

坂 本 幸 弘

0944－43－0110
大牟田警察署 (少年係)

大牟田警察署の管轄区域

江 上 幸 男

木 下 幹 雄

藤 原 優 子

平 川 正 治

斉 藤 敏 博

谷 口 勇

森 田 幸 子

齊 藤 繁

中 島 一 実
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